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366　

昭
和
12
年
2
月
18
日　
林（
銑
十
郎
）外
務
大
臣
よ
り

在
英
国
吉
田
大
使
他
宛　

英
国
国
王
戴
冠
式
出
席
の
た
め
渡
英
す
る
秩
父
宮
雍

仁
親
王
お
よ
び
同
妃
の
旅
程
に
つ
き
通
報

付
　
記	

昭
和
十
二
年
二
月
六
日
付
山
縣（
武
夫
）宮
内
省
式
部

職
外
事
課
長
よ
り
日
高（
信
六
郎
）人
事
課
長
宛
覚
書

	

秩
父
宮
の
訪
独
を
ヒ
ト
ラ
ー
が
要
望
し
て
い
る
旨
在

本
邦
独
国
大
使
よ
り
通
報
に
つ
い
て

人
𠘨
密
合
第
二
〇
七
號

　
　

昭
和
拾
貳
年
貳
月
拾
八
日

	

外
務
大
臣　

林　

銑
十
郞　

　

在
英
國

　
　
　

特
命
全
權
大
使　

吉
田　

茂
殿（
以
下
宛
先
省
略
）

　
　

秩
父
宮
同
妃
兩
殿
下
御
渡
英
ニ
關
ス
ル
件

本
年
五
月
英
國
皇
帝
皇
后
兩
陛
下
ノ
戴
冠
式
御
擧
行
ニ
付

天
皇
陛
下
ニ
ハ
御
名
代
ト
シ
テ
秩
父
宮
殿
下
ヲ
差
遣
ハ
サ
レ
且
妃
殿

下
御
同
伴
相
成
ヘ
キ
旨
御
沙
汰
有
之
タ
ル
ニ
付
殿
下
ニ
ハ
本
年
三
月

十
八
日
橫
濱
出
帆
ノ
平
安
丸
ニ
テ
御
出
發
、
同
二
十
九
日
晚
香
坡
御

着
、「
カ
ナ
ダ
」
政
府
ノ
御
歡
待
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
、
四
月
五
日
「
オ

タ
ワ
」
御
發
、
便
舩
ノ
御
都
合
上
同
月
七
日
紐
育
ヨ
リ
「
ク
イ
ー
ン
、

メ
リ
ー
」
號
ニ
テ
御
渡
英
、
公
式
御
入
京
迄
「
ブ
ラ
イ
ト
ン
」
ニ
御

滯
在
游
ハ
サ
ル
ヘ
ク
又
戴
冠
式
後
ハ
暫
時
英
國
ニ
御
滯
在
、
歐
洲
大

陸
各
地
御
巡
歷
ノ
後
十
月
中
旬
紐
育
御
着
、
夫
レ
ヨ
リ
十
一
月
中
旬

桑
港
御
發
迄
四
周
間
以
內
御
滯
米
ノ
御
豫
定
ナ
ル
趣
ノ
處
戴
冠
式
後

ニ
於
ケ
ル
御
旅
程
ハ
御
着
英
後
御
決
定
相
成
ヘ
キ
趣
ニ
付
御
決
定
ノ

上
ハ
隨
員
ヨ
リ
何
分
ノ
儀
貴
官
ヘ
御
通
知
相
成
ヘ
キ
樣
依
賴
シ
置
キ

タ
ル
モ
貴
官
ニ
於
テ
モ
隨
員
又
ハ
最
寄
帝
國
公
館
ト
連
絡
ヲ
保
チ
兩

殿
下
貴
管
下
御
滯
在
又
ハ
御
通
過
ノ
コ
ト
ト
相
成
タ
ル
節
ハ
御
警
衞

其
ノ
他
御
視
察
等
諸
事
不
都
合
無
之
樣
精
々
御
註
意
相
成
度
シ

兩
殿
下
ニ
ハ
英
國
及
「
カ
ナ
ダ
」
ニ
於
テ
皇
室
及
政
府
ヨ
リ
公
式
ノ

御
待
遇
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
ル
ル
期
間
ヲ
除
キ
非
公
式（unofficial

）ニ
皇

族
ト
シ
テ
御
旅
行
ア
ラ
セ
ラ
ル
ヘ
ク
從
テ
御
歷
訪
諸
國
ノ
元
首
ト
ノ

ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
間
三
國
條
約
ガ
果
シ
マ
シ
タ
ル
使
命
ヲ

囘
顧
致
シ
マ
ス
ル
ニ
、
先
ヅ
第
一
ニ
日
本
、
獨
逸
、
伊
太
利
三
國
ト

理
想
ヲ
同
ジ
ウ
シ
世
界
新
秩
序
ノ
建
設
ニ
進
ン
デ
協
力
セ
ン
ト
ス
ル

諸
國
家
ガ
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
國
、「
ル
ー
マ
ニ
ア
」
國
ヲ

メ
ト
シ

續
々
三
國
條
約
ニ
參
加
セ
ラ
レ
條
約
ヲ
一
層
强
化
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ

マ
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
特
ニ
重
要
ナ
ル
意
義
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ル
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
。

　

第
二
ニ
、
日
獨
伊
三
國
ハ
歐
洲
及
東
亞
ニ
於
テ
夫
々
世
界
新
秩
序

建
設
上
巨
步
ヲ
踏
ミ
着
々
ト
目
的
ニ
向
ヒ
ツ
ツ
邁
進
シ
テ
居
ル
事
實

デ
ア
リ
マ
ス
。
歐
洲
ニ
於
ケ
ル
獨
伊
ノ
建
設
的
努
力
竝
ニ
東
亞
ニ
於

ケ
ル
日
本
ノ
建
設
的
努
力
ハ
犹
ホ
歬
途
ニ
多
大
ノ
困
難
ガ
ア
リ
今
後

一
層
ノ
努
力
ヲ
要
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
三
國
條
約
締
結
以
來
僅

々
一
ケ
年
間
ニ
三
國
ガ
同
條
約
ヲ
各
々
ノ
外
交
ノ
基
本
ト
シ
相
提
携

シ
テ
步
ミ
來
ツ
タ
足
跡
ハ
世
界
歷
史
ノ
上
ニ
大
ナ
ル
役
割
ヲ
果
ス
モ

ノ
ト
確
信
ス
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。

　

第
三
ニ
、
三
國
條
約
ハ
紛
爭
ノ
擴
大
ヲ
防
止
シ
戰
禍
ノ
波
及
ヲ
能

フ
限
リ
防
止
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
崇
高
ナ
ル
使
命
ヲ
有
ス
ル
條
約
デ
ア
リ

マ
ス
ル
ガ
、
過
去
一
年
間
ニ
於
テ
同
條
約
ガ
此
點
ニ
就
テ
モ
大
ナ
ル

役
割
ヲ
演
ジ
タ
コ
ト
ヲ
私
ハ
信
ジ
テ
疑
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

　

申
ス
迄
モ
ナ
ク
三
國
條
約
ニ
依
リ
闡
明
セ
ラ
レ
タ
ル
理
想
ハ
人
類

崇
高
ノ
使
命
逹
成
ニ
在
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
此
ノ
理
想
ニ
到
逹
セ
ン

ガ
爲
ニ
ハ
各
締
約
國
ノ
一
致
セ
ル
協
力
、
信
賴
竝
ニ
忍
耐
ト
有
事
ノ

場
合
ニ
處
ス
ベ
キ
萬
全
ノ
用
意
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
コ
ト
勿
論
デ
ア
リ

マ
ス
。
條
約
締
結
一
周
年
ノ
今
日
ノ
記
念
ス
ベ
キ
日
ニ
當
リ
各
條
約

國
ハ
此
ノ
點
ニ
關
シ
覺
悟
ヲ
新
タ
ニ
ス
ル
ト
共
ニ
歬
途
ニ
如
何
ナ
ル

困
難
ア
リ
ト
モ
之
ヲ
克
服
ス
ル
ノ
決
意
ヲ
新
ニ
致
シ
度
イ
ト
考
フ
ル

次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。

　

玆
ニ
杯
ヲ
擧
ゲ
テ
各
締
約
國
ノ
隆
昌
及
閣
下
各
位
ノ
御
健
康
ヲ
祝

シ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
。

編
　
注	

本
文
書
は
、
昭
和
十
八
年
六
月
、
外
務
省
調
査
局
第
四
課
作
成

「
外
交
關
係
公
表
集（
昭
和
十
六
年
度
昭
和
十
七
年
度
）」
よ
り

抜
粋
。
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宮
內
屬　

澁
谷
忠
治

M
r. C

huji Shibuya, C
lerk, Im

perial H
ousehold.

同　
　
　

溝
口
三
郞

M
r. Saburo M

izoguchi, C
lerk, Im

perial H
ousehold.

式
部

歐
文
寫
字
生　

八
木
下
義
智

M
r. Yoshisato Yagishita, Typist, Im

perial H
ousehold.

外
ニ
侍
女
二
名

M
iss.........., Lady’s M

aid to H
.I.H

. Princess C
hichibu.

非
公
式
隨
員

　

陸
軍
軍
醫
少
將　

中
村
順
一

　

Surgeon M
ajor-G

eneral Jun-ichi N
akam

ura.

編
　
注	

戴
冠
式
に
際
し
て
の
日
本
政
府
祝
意
表
明
に
つ
い
て
は
、
本
書

第
44
文
書
参
照
。

（
付
　
記
）

昭
和
十
二
年
二
月
六
日

	

式
部

外
事
課
長　

山
縣　

武
夫　

　
　

外
務
大
臣
官
房
人
事
課
長　

日
高　

信
六
郞
殿

二
月
五
日　

獨
國
大
使
ヨ
リ
本
官
ヘ

　

	

ヒ
ト
ラ
ー
總
統
ハ
秩
父
宮
同
妃
兩
殿
下
歐
洲
御
巡
歷
ノ
際
獨
國
ニ

御
來
訪
ヲ
希
望
シ
其
節
ハ
總
統
ノ
賓
客
ト
シ
テ
御
款
待
申
上
度

　

旨
申
出
タ
リ

同　

六
日　

本
官
ヨ
リ
獨
國
大
使
ヘ

　

	

殿
下
ハ
總
統
ノ
厚
意
ヲ
感
謝
ア
ラ
セ
ラ
ル
、
御
旅
程
ハ
着
英
後
御

決
定
ニ
付
只
今
ノ
處
確
答
ハ
留
保
セ
サ
ル
ヲ
得
ス

　

ト
ノ
旨
ヲ
傳
フ

尙
御
訪
獨
ノ
コ
ト
ト
ナ
ラ
ハ
駐
獨
帝
國
大
使
ヲ
通
シ
貴
國
政
府
ニ
報

知
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
附
言
シ
置
ケ
リ

右
爲
參
考
駐
獨
大
使
ヘ
書
信
ヲ
以
テ
內
報
方
御
取
計
相
成
度

（
欄
外
記
入
）

本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
予
メ
ネ
ー
ベ
ル
參
事
官
ヨ
リ
日
高
人
事
課
長
ニ
對
シ
電

話
ニ
テ
本
國
來
訓
ノ
次
第
內
報
ア
リ
日
高
ヨ
リ
右
ノ
次
第
ヲ
山
縣
式
部
官

ニ
通
シ
タ
ル
結
果
下
記
ノ
徃
復
ア
リ
タ
ル
次
第
也

　
　
　
　
　

〰
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367　

昭
和
12
年
2
月
27
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

林
外
務
大
臣
宛（
電
報
）　

御
會
見
ノ
如
キ
モ
先
方
ノ
都
合
次
第
ニ
テ
强
テ
ノ
御
希
望
ハ
無
之
儀

ト
諒
承
相
成
度
趣
ナ
リ
尙
旅
券
ハ
兩
殿
下
ヘ
ハ
差
上
ケ
サ
ル
ヘ
キ
モ

隨
員
ニ
對
シ
テ
ハ
總
テ
外
交
旅
券
ヲ
下
付
ス
ル
筈
ナ
ル
ニ
付
右
併
セ

テ
御
承
知
置
相
成
度
此
段
申
進
ス

　

	

追
テ
兩
殿
下
ノ
隨
員
ハ
別
紙
ノ
通
ナ
ル
處
富
井
參
事
官
ハ
英
國
以

外
ヘ
ハ
隨
行
セ
サ
ル
ヘ
ク
又
本
間
陸
軍
少
將
、
新
見
海
軍
少
將
其

ノ
他
數
名
ハ
英
國
ニ
於
テ
戴
冠
式
諸
儀
終
了
後
𠘨
モ
ナ
ク
歸
朝
致

ス
趣
ニ
付
爲
念
申
𣷹
フ

　
　

本
信
宛
先　

	

英
、
佛
、
獨
、
伊
、
白
、
蘭
、
瑞
西
、
瑞
典
、「
ポ

ー
ラ
ン
ド
」、「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
」、
倫
敦
、
漢
堡
、

「
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
」、「
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
」、
里
昂
、

馬
耳
塞
、
未
蘭
、
壽
府

　
　
　
　
　
　
　

	

米
、
紐
育
、
桑
港
、「
ホ
ノ
ル
ル
」、「
ロ
ス
、
ア

ン
ゼ
ル
ス
」、「
シ
カ
ゴ
」、「
ニ
ュ
ー
、
オ
ル
レ
ア

ン
ス
」

（
別　

紙
）

　
　

秩
父
宮
同
妃
兩
殿
下
隨
員

式
部
長
官　

子
𣝣　

松
平
慶
民

V
iscount Yoshitam

i M
atsudaira, K

.C
.V.C

., C
.B

.E., G
rand M

aster 

of the C
erem

onies to H
.I.M

. The Em
peror.

大
使
館
參
事
官　

男
𣝣　

富
井
周

B
aron Shu Tom

ii, C
ounsellor of the Em

bassy.

宮
內
事
務
官
兼
式
部
官　

伯
𣝣　

歬
田
利
男

C
ount Toshio M

aeda, Private Secretary to H
.I.H

. Prince 

C
hichibu.

陸
軍
少
將　

本
間
雅
晴

M
ajor-G

eneral M
asaharu H

om
m

a, M
.C

.

海
軍
少
將　

新
見
政
一

R
ear-A

dm
iral M

asaichi N
iim

i.

皇
族
附
武
官　

山
口
貞
男

C
aptain Sadao Yam

aguchi, Equerry to H
.I.H

. Prince C
hichibu.

式
部
官　

男
𣝣　

吉
川
重
國

B
aron Shigekuni K

ikkaw
a, M

aster of the C
erem

onies to H
.I.M

. 

The Em
peror.

秩
父
宮
御
用
取
扱　

山
座
賤
香

M
adam

e Shizuka Yam
aza, Lady-in-W

aiting to H
.I.H

. Princess 

C
hichibu.

（欄外記入）
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別
紙
ノ
通
ナ
ル
處
富
井
參
事
官
ハ
英
國
以

外
ヘ
ハ
隨
行
セ
サ
ル
ヘ
ク
又
本
間
陸
軍
少
將
、
新
見
海
軍
少
將
其

ノ
他
數
名
ハ
英
國
ニ
於
テ
戴
冠
式
諸
儀
終
了
後
𠘨
モ
ナ
ク
歸
朝
致

ス
趣
ニ
付
爲
念
申
𣷹
フ

　
　

本
信
宛
先　

	

英
、
佛
、
獨
、
伊
、
白
、
蘭
、
瑞
西
、
瑞
典
、「
ポ

ー
ラ
ン
ド
」、「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
」、
倫
敦
、
漢
堡
、

「
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
」、「
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
」、
里
昂
、

馬
耳
塞
、
未
蘭
、
壽
府

　
　
　
　
　
　
　

	

米
、
紐
育
、
桑
港
、「
ホ
ノ
ル
ル
」、「
ロ
ス
、
ア

ン
ゼ
ル
ス
」、「
シ
カ
ゴ
」、「
ニ
ュ
ー
、
オ
ル
レ
ア

ン
ス
」

（
別　

紙
）
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父
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兩
殿
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部
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of the C
erem
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.I.M
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大
使
館
參
事
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男
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富
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周

B
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ii, C
ounsellor of the Em
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宮
內
事
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伯
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. Prince 

C
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陸
軍
少
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本
間
雅
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M
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m
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.C
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海
軍
少
將　

新
見
政
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R
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皇
族
附
武
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山
口
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C
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aguchi, Equerry to H
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吉
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369　

昭
和
12
年
8
月
21
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
欧
州
各
国
歴
訪
は
健
康
上
取
り
止
め
と
な

っ
た
た
め
独
国
単
独
訪
問
に
当
た
っ
て
は
然
る
べ
き

説
明
振
り
回
示
方
訓
令

本　

省　

8
月
21
日
後
10
時
30
分
発

第
一
六
七
號（
至
急
）

貴
電
第
三
〇
二
號
後
段
ニ
關
シ

兩
殿
下
ニ
ハ
御
健
康
ノ
關
係
上
各
國
御
訪
問
ノ
御
豫
定
ハ
勅
裁
ヲ
經

テ
全
部
御
取
止
メ
游
ハ
サ
レ
右
ニ
付
テ
ハ
關
係
國
政
府
ヘ
通
報
ノ
上

旣
ニ
宮
內
省
ヨ
リ
發
表
濟
ノ
次
第
モ
ア
リ
此
ノ
際
獨
國
ノ
ミ
御
訪
問

ノ
コ
ト
ニ
御
變
更
相
成
ル
ニ
ハ
種
々
困
難
ナ
ル
事
情
存
ス
ル
次
第
ナ

ル
處
御
健
康
ニ
シ
テ
御
差
支
ナ
ク
且
從
來
ノ
成
行
ニ
照
シ
他
國
側
ニ

對
シ
何
等
カ
ノ
說
明
ノ
ツ
ク
方
法（
例
ヘ
ハ
御
歸
朝
ノ
御
順
路
ニ
當

ル
ト
云
フ
カ
如
キ
）ア
ル
ニ
於
テ
ハ
時
局
ニ
顧
ミ
御
訪
獨
游
ハ
サ
ル

ル
樣
奏
請
方
取
運
ヒ
タ
キ
當
方
ノ
意
嚮
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
何
等
右
樣
說

明
ノ
ツ
ク
方
法
ア
リ
ヤ
折
﨤
シ
囘
電
ア
リ
タ
シ（
御
歸
朝
御
經
路
ハ

公
表
セ
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
居
ル
モ
「
ケ
ベ
ツ
ク
」
御
上
陸
加
奈
陀
御

經
由
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
見
込
ナ
リ
貴
使
限
リ
御
含
ミ
迄
）

尙
御
訪
獨
ノ
コ
ト
ト
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
御
健
康
等
ノ
關
係
上
御
滯
留
ハ

極
メ
テ
短
期
間
ト
シ
且
社
交
的
ノ
行
事
ハ
一
切
御
取
止
メ
願
ヒ
タ
キ

宮
內
省
側
ノ
意
嚮
ニ
シ
テ
又
冐
頭
貴
電
後
段
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」

ヘ
御
出
向
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
面
白
カ
ラ
ス
ト
思
考
ス
爲
念
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370　

昭
和
12
年
8
月
23
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

秩
父
宮
訪
独
に
関
す
る
松
平
式
部
長
官
と
の
協
議
結

果
に
つ
い
て

ベ
ル
リ
ン　

8
月
23
日
後
発

本　
　

省　

8
月
24
日
前
着

第
三
一
四
號

貴
電
第
一
六
七
號
ニ
關
シ（
秩
父
宮
殿
下
御
訪
獨
ニ
關
ス
ル
件
）

在
「
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ド
」
松
平
式
部
長
官
ト
打
合
セ
タ
ル
カ

一、	御
訪
獨
理
由
ハ
瑞
西
ヨ
リ
倫
敦
ヘ
赴
カ
セ
ラ
ル
ル
途
次
ニ
順
路
ト

シ
テ
獨
逸
御
通
過
ノ
𠘨
會
ニ
三
日
乃
至
四
日
御
滯
在
ノ
コ
ト

二、	九
月
九
日
頃
倫
敦
御
着
御
希
望
ノ
由
ニ
付
大
體
九
月
三
日
頃
御
入

獨
八
日
頃
御
離
獨
ノ
コ
ト

三、	其
ノ
間
ノ
御
旅
程
ハ
出
來
得
ル
丈
ケ
御
微
行
ノ
コ
ト
ト
シ

日
独
防
共
協
定
締
結
後
最
初
の
日
本
皇
族
訪
問
と
し

て
秩
父
宮
来
訪
を
独
国
が
重
視
し
て
い
る
旨
報
告

ベ
ル
リ
ン　

2
月
27
日
後
発

本　
　

省　

2
月
28
日
前
着

第
七
四
號

英
帝
戴
冠
式
終
了
後
秩
父
宮
殿
下
歐
洲
大
陸
御
旅
程
ニ
關
シ
テ
ハ
目

下
其
ノ
筋
ニ
於
テ
折
角
御
立
案
中
ノ
コ
ト
ト
拜
察
ス
ル
處
當
方
ト
シ

テ
ハ
獨
逸
側
カ
日
獨
協
定
後
最

ノ
日
本
皇
族
殿
下
ノ
御
訪
問
ナ
ル

關
係
モ
ア
リ
大
イ
ニ
意
氣
込
ミ
居
ル
次
第
ニ
モ
ア
リ
當
國
御
來
訪
ニ

當
リ
テ
ハ
伯
林
、
漢
堡
、「
ラ
イ
プ
チ
ヒ
」、「
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
」
等
少
ク

共
右
ノ
主
要
都
市
ハ
各
特
徵
ア
ル
大
都
市
ナ
ル
ニ
付
是
非
御
視
察
頂

キ
度
ク
尙
御
內
定
ノ
節
ハ
折
﨤
シ
御
囘
電
相
成
度
シ

　
　
　
　
　

〰
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368　

昭
和
12
年
5
月
5
日　
在
英
国
吉
田
大
使
よ
り　

佐
藤
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
滞
独
日
程
は
滞
仏
日
程
と
懸
隔
が
な
い
よ

う
配
慮
す
べ
き
旨
意
見
具
申

ロ
ン
ド
ン　

5
月
5
日
後
発

本　
　

省　

5
月
6
日
前
着

第
二
五
二
號（
館
長
符
號
扱
）

徃
電
第
二
五
一
號
ニ
關
シ

秩
父
宮
兩
殿
下
御
訪
獨
ニ
先
立
チ
佛
國
御
訪
問
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル

ニ
對
シ
テ
ハ
佛
國
政
府
ニ
於
テ
モ
殿
下
ノ
思
召
ヲ
深
ク
感
謝
シ
居
ル

趣
ノ
處
何
分
佛
國
ハ
巴
里
數
日
ノ
御
滯
在
ニ
過
キ
サ
ル
ニ
比
シ
獨
逸

ハ
約
三
周
間
ニ
亘
リ
各
地
ヲ
御
歷
訪
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ト
相
成
リ
居

ル
ニ
付
兩
者
ノ
間
ニ
著
シ
キ
懸
隔
ア
リ
獨
逸
御
滯
在
カ
比
較
的
長
期

ニ
亘
ル
ハ
主
ト
シ
テ
御
見
學
ノ
爲
ニ
有
之
又
殿
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ
テ

ハ
獨
逸
側
ノ
宣
傳
ニ
對
シ
充
分
御
警
戒
游
ハ
サ
レ
居
ル
趣
拜
承
シ
居

ル
モ
獨
逸
カ
兩
殿
下
ヲ
大
々
的
ニ
御
歡
迎
申
上
ク
ル
ト
同
時
ニ
殿
下

御
訪
獨
ヲ
利
用
シ
自
國
ニ
都
合
好
キ
宣
傳
ヲ
露
骨
ニ
行
フ
ニ
至
ル
ヘ

キ
ハ
現
下
ノ
同
國
々
際
的
地
位
竝
ニ
獨
逸
人
從
來
ノ
遣
口
ニ
照
ラ
シ

推
察
ニ
難
カ
ラ
ス
佛
ニ
比
シ
獨
逸
ニ
餘
リ
長
ク
御
滯
在
ハ
如
何
カ
ト

ノ
懸
念
少
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
本
件
宮
內
大
臣
ト
モ
御
話
合
ノ
上
佛
國
御

滯
在
ヲ
長
ク
セ
ラ
ル
ル
カ
獨
逸
御
滯
在
ヲ
短
縮
セ
ラ
ル
ル
カ
何
レ
カ

ニ
東
京
ヨ
リ
歬
電
松
平
長
官
ノ
電
報
ニ
關
聯
シ
テ
适
宜
電
報
御
申
越

相
成
度
シ
ト
存
セ
ラ
ル
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號（
館
長
符
號
扱
）

徃
電
第
二
五
一
號
ニ
關
シ

秩
父
宮
兩
殿
下
御
訪
獨
ニ
先
立
チ
佛
國
御
訪
問
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル

ニ
對
シ
テ
ハ
佛
國
政
府
ニ
於
テ
モ
殿
下
ノ
思
召
ヲ
深
ク
感
謝
シ
居
ル

趣
ノ
處
何
分
佛
國
ハ
巴
里
數
日
ノ
御
滯
在
ニ
過
キ
サ
ル
ニ
比
シ
獨
逸

ハ
約
三
周
間
ニ
亘
リ
各
地
ヲ
御
歷
訪
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ト
相
成
リ
居

ル
ニ
付
兩
者
ノ
間
ニ
著
シ
キ
懸
隔
ア
リ
獨
逸
御
滯
在
カ
比
較
的
長
期

ニ
亘
ル
ハ
主
ト
シ
テ
御
見
學
ノ
爲
ニ
有
之
又
殿
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ
テ

ハ
獨
逸
側
ノ
宣
傳
ニ
對
シ
充
分
御
警
戒
游
ハ
サ
レ
居
ル
趣
拜
承
シ
居

ル
モ
獨
逸
カ
兩
殿
下
ヲ
大
々
的
ニ
御
歡
迎
申
上
ク
ル
ト
同
時
ニ
殿
下

御
訪
獨
ヲ
利
用
シ
自
國
ニ
都
合
好
キ
宣
傳
ヲ
露
骨
ニ
行
フ
ニ
至
ル
ヘ

キ
ハ
現
下
ノ
同
國
々
際
的
地
位
竝
ニ
獨
逸
人
從
來
ノ
遣
口
ニ
照
ラ
シ

推
察
ニ
難
カ
ラ
ス
佛
ニ
比
シ
獨
逸
ニ
餘
リ
長
ク
御
滯
在
ハ
如
何
カ
ト

ノ
懸
念
少
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
本
件
宮
內
大
臣
ト
モ
御
話
合
ノ
上
佛
國
御

滯
在
ヲ
長
ク
セ
ラ
ル
ル
カ
獨
逸
御
滯
在
ヲ
短
縮
セ
ラ
ル
ル
カ
何
レ
カ

ニ
東
京
ヨ
リ
歬
電
松
平
長
官
ノ
電
報
ニ
關
聯
シ
テ
适
宜
電
報
御
申
越

相
成
度
シ
ト
存
セ
ラ
ル
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ノ
間
ノ
御
日
程
今
日
迄
內
定
セ
ル
分
折
﨤
シ
電
報
ア
リ
タ
ク
尙
徃
電

第
一
七
〇
號
御
渡
英
ノ
汽
舩
ノ
件
大
至
急
囘
電
ア
リ
タ
シ
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373　

昭
和
12
年
8
月
27
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
訪
独
日
程
案
に
つ
い
て

別
　
電	

昭
和
十
二
年
八
月
二
十
七
日
発
在
独
国
武
者
小
路
大

使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
第
三
三
三
号

	

右
日
程
案

ベ
ル
リ
ン　

8
月
27
日
後
発

本　
　

省　

8
月
28
日
前
着

第
三
三
二
號（
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
一
七
七
號
ニ
關
シ

一、	秩
父
宮
殿
下
獨
逸
御
訪
問
ニ
ハ
歬
田
事
務
官
、
山
口
御
附
武
官
御

隨
行
申
上
ク
ル
コ
ト
ト
相
成
リ
居
レ
リ
尙
妃
殿
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ

テ
ハ
直
接
倫
敦
ヘ
御
出
向
ノ
御
豫
定
ナ
ル
ヤ
ニ
拜
承
ス
秩
父
宮
殿

下
御
訪
獨
御
旅
程
ハ
別
電
ノ
通
リ

二、	御
渡
英
ノ
汽
舩
ハ
九
月
九
日
「
ブ
レ
ー
メ
ル
ハ
ー
フ
ヱ
ン
」
出
帆
、

十
日
正
午
頃
「
サ
ザ
ン
プ
ト
ン
」
着
ノ
獨
逸
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ア

メ
リ
カ
、
ラ
イ
ン
」
所
屬
舩
「
ハ
ン
ザ
」
號
ノ
御
豫
定
ナ
リ

三、	獨
逸
御
訪
問
ニ
付
テ
ハ
松
平
式
部
長
官
ト
モ
打
合
ノ
上
獨
逸
政
府

側
ト
モ
打
合
ヲ
開
始
シ
居
ル
處
旣
ニ
時
日
切
廹
シ
居
ル
コ
ト
ニ
モ

ア
リ
御
準
備
着
々
進
捗
ニ
伴
ヒ
自
然
形
ト
ナ
リ
テ
外
部
ニ
現
ハ
ル

ル
コ
ト
免
レ
難
キ
所
ト
存
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
テ
ハ
御
訪
獨
ニ
御
決
定

相
成
リ
タ
ル
御
次
第
丈
ケ
ハ
早
目
ニ
御
發
表
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
樣
御

配
慮
相
煩
度
シ

（
別
　
電
）

ベ
ル
リ
ン　

8
月
27
日
後
発

本　
　

省　

8
月
28
日
前
着

第
三
三
三
號（
至
急
、
極
祕
）

獨
逸
御
訪
問
御
旅
程
左
ノ
通
リ

九
月
三
日
午
後
又
ハ
四
日
午
歬
御
入
獨
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
ハ
ー
フ

エ
ン
」
御
着

四
日
午
後
同
地
御
發
「
ジ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
」
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

五
日
午
後
同
地
御
出
發
伯
林
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

六
日
伯
林
御
滯
在

七
日
伯
林
御
發
「
ラ
イ
プ
チ
ヒ
」
經
由
「
バ
イ
ロ
イ
ト
」
ヘ
向
ハ
セ

四、	以
上
三
點
ニ
目
安
ヲ
置
キ
委
細
ハ
獨
逸
側
ト
モ
打
合
ノ
上
當
方
ニ

於
テ
立
案
ス
ル
コ
ト
然
ル
ヘ
シ
ト
存
セ
ラ
ル

松
平
式
部
長
官
ヘ
轉
電
セ
リ
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371　

昭
和
12
年
8
月
26
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
訪
独
に
当
た
っ
て
は
健
康
に
負
担
な
き
よ
う

交
歓
行
事
等
に
も
十
分
留
意
方
訓
令

本　

省　

8
月
26
日
後
5
時
3
分
発

第
一
七
三
號（
極
祕
）

徃
電
第
一
六
七
號
ニ
關
シ

兩
殿
下
共
御
大
患
後
ノ
コ
ト
ト
テ
豫
後
充
分
御
註
意
申
上
ク
ル
ノ
要

ア
ル
ハ
申
ス
迄
モ
ナ
キ
儀
ナ
ル
處　

陛
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ
テ
モ
兩
殿

下
ノ
御
健
康
ニ
付
殊
ノ
外
御
軫
念
ア
ラ
セ
ラ
レ
今
次
獨
逸
御
通
過
ニ

付
テ
モ
御
健
康
ニ
支
障
ヲ
來
ス
如
キ
行
事
ナ
カ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
條
件

ト
シ
テ
御
聽
許
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
趣
拜
聞
セ
リ

就
テ
ハ
貴
使
ハ
以
上
ノ
次
第
篤
ト
御
含
ミ
ノ
上
今
囘
ハ
御
歸
朝
ノ
順

路
ト
シ
テ
獨
國
御
通
過
ノ
建
歬
ナ
ル
ニ
モ
鑑
ミ
獨
國
御
滯
在
中
ノ
御

交
驩
又
ハ
御
歡
迎
ノ
爲
萬
一
ニ
モ
殿
下
ノ
御
健
康
ニ
障
ル
カ
如
キ
コ

ト
ト
ナ
ラ
サ
ル
樣
十
分
御
留
意
相
成
リ
タ
ク
尙
獨
逸
側
ニ
對
シ
テ
ハ

兩
殿
下
ト
モ
肺
炎
餘（
豫
ヵ
）后

ノ
御
靜
羪
中
ナ
ル
コ
ト
ヲ
打
明
ケ
諸
事
御
打

合
セ
相
成
差
支
ナ
シ

尙
又
時
局
柄
蘇
聯
ヲ
刺
戟
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ヲ
能
フ
限
リ
避
ク
ル
コ

ト
ハ
帝
國
政
府
旣
定
ノ
方
針
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
際
獨
國
側
ニ
於
テ
大

袈
裟
ナ
ル
御
歡
迎
ヲ
ナ
シ
又
ハ
種
々
宣
傳
ヲ
行
フ
等
ノ
コ
ト
ア
リ
テ

ハ
甚
タ
面
白
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
テ
ハ
右
御
含
ミ
ノ
上
斯
カ
ル
コ
ト
ナ
キ

樣
可
然
獨
逸
側
ヲ
指
導
方
御
配
意
ア
リ
タ
シ

瑞
西
ヘ
轉
電
シ
松
平
式
部
長
官
ヘ
轉
報
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
シ
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372　

昭
和
12
年
8
月
27
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
訪
独
日
程
案
回
示
方
訓
令

本　

省　

8
月
27
日
後
1
時
0
分
発

第
一
七
七
號（
大
至
急
、
極
祕
）

徃
電
第
一
七
三
號
ニ
關
シ

當
方
ニ
於
テ
ハ
兩
殿
下
ノ
御
健
康
上
御
差
支
ナ
キ
限
リ
兩
殿
下
共
獨

逸
御
通
過
ノ
コ
ト
ト
考
ヘ
居
ル
次
第
ナ
ル
カ
秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
九
月

三
日
頃
御
入
獨
同
十
日
頃
御
着
英
ノ
御
豫
定
ナ
ル
ヤ
ノ
趣
ナ
ル
處
其
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ノ
間
ノ
御
日
程
今
日
迄
內
定
セ
ル
分
折
﨤
シ
電
報
ア
リ
タ
ク
尙
徃
電

第
一
七
〇
號
御
渡
英
ノ
汽
舩
ノ
件
大
至
急
囘
電
ア
リ
タ
シ
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昭
和
12
年
8
月
27
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
訪
独
日
程
案
に
つ
い
て

別
　
電	

昭
和
十
二
年
八
月
二
十
七
日
発
在
独
国
武
者
小
路
大

使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
第
三
三
三
号

	

右
日
程
案

ベ
ル
リ
ン　

8
月
27
日
後
発

本　
　

省　

8
月
28
日
前
着

第
三
三
二
號（
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
一
七
七
號
ニ
關
シ

一、	秩
父
宮
殿
下
獨
逸
御
訪
問
ニ
ハ
歬
田
事
務
官
、
山
口
御
附
武
官
御

隨
行
申
上
ク
ル
コ
ト
ト
相
成
リ
居
レ
リ
尙
妃
殿
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ

テ
ハ
直
接
倫
敦
ヘ
御
出
向
ノ
御
豫
定
ナ
ル
ヤ
ニ
拜
承
ス
秩
父
宮
殿

下
御
訪
獨
御
旅
程
ハ
別
電
ノ
通
リ

二、	御
渡
英
ノ
汽
舩
ハ
九
月
九
日
「
ブ
レ
ー
メ
ル
ハ
ー
フ
ヱ
ン
」
出
帆
、

十
日
正
午
頃
「
サ
ザ
ン
プ
ト
ン
」
着
ノ
獨
逸
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ア

メ
リ
カ
、
ラ
イ
ン
」
所
屬
舩
「
ハ
ン
ザ
」
號
ノ
御
豫
定
ナ
リ

三、	獨
逸
御
訪
問
ニ
付
テ
ハ
松
平
式
部
長
官
ト
モ
打
合
ノ
上
獨
逸
政
府

側
ト
モ
打
合
ヲ
開
始
シ
居
ル
處
旣
ニ
時
日
切
廹
シ
居
ル
コ
ト
ニ
モ

ア
リ
御
準
備
着
々
進
捗
ニ
伴
ヒ
自
然
形
ト
ナ
リ
テ
外
部
ニ
現
ハ
ル

ル
コ
ト
免
レ
難
キ
所
ト
存
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
テ
ハ
御
訪
獨
ニ
御
決
定

相
成
リ
タ
ル
御
次
第
丈
ケ
ハ
早
目
ニ
御
發
表
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
樣
御

配
慮
相
煩
度
シ

（
別
　
電
）

ベ
ル
リ
ン　

8
月
27
日
後
発

本　
　

省　

8
月
28
日
前
着

第
三
三
三
號（
至
急
、
極
祕
）

獨
逸
御
訪
問
御
旅
程
左
ノ
通
リ

九
月
三
日
午
後
又
ハ
四
日
午
歬
御
入
獨
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
ハ
ー
フ

エ
ン
」
御
着

四
日
午
後
同
地
御
發
「
ジ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
」
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

五
日
午
後
同
地
御
出
發
伯
林
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

六
日
伯
林
御
滯
在

七
日
伯
林
御
發
「
ラ
イ
プ
チ
ヒ
」
經
由
「
バ
イ
ロ
イ
ト
」
ヘ
向
ハ
セ

四、	以
上
三
點
ニ
目
安
ヲ
置
キ
委
細
ハ
獨
逸
側
ト
モ
打
合
ノ
上
當
方
ニ

於
テ
立
案
ス
ル
コ
ト
然
ル
ヘ
シ
ト
存
セ
ラ
ル

松
平
式
部
長
官
ヘ
轉
電
セ
リ
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昭
和
12
年
8
月
26
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
訪
独
に
当
た
っ
て
は
健
康
に
負
担
な
き
よ
う

交
歓
行
事
等
に
も
十
分
留
意
方
訓
令

本　

省　

8
月
26
日
後
5
時
3
分
発

第
一
七
三
號（
極
祕
）

徃
電
第
一
六
七
號
ニ
關
シ

兩
殿
下
共
御
大
患
後
ノ
コ
ト
ト
テ
豫
後
充
分
御
註
意
申
上
ク
ル
ノ
要

ア
ル
ハ
申
ス
迄
モ
ナ
キ
儀
ナ
ル
處　

陛
下
ニ
於
カ
セ
ラ
レ
テ
モ
兩
殿

下
ノ
御
健
康
ニ
付
殊
ノ
外
御
軫
念
ア
ラ
セ
ラ
レ
今
次
獨
逸
御
通
過
ニ

付
テ
モ
御
健
康
ニ
支
障
ヲ
來
ス
如
キ
行
事
ナ
カ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
條
件

ト
シ
テ
御
聽
許
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
趣
拜
聞
セ
リ

就
テ
ハ
貴
使
ハ
以
上
ノ
次
第
篤
ト
御
含
ミ
ノ
上
今
囘
ハ
御
歸
朝
ノ
順

路
ト
シ
テ
獨
國
御
通
過
ノ
建
歬
ナ
ル
ニ
モ
鑑
ミ
獨
國
御
滯
在
中
ノ
御

交
驩
又
ハ
御
歡
迎
ノ
爲
萬
一
ニ
モ
殿
下
ノ
御
健
康
ニ
障
ル
カ
如
キ
コ

ト
ト
ナ
ラ
サ
ル
樣
十
分
御
留
意
相
成
リ
タ
ク
尙
獨
逸
側
ニ
對
シ
テ
ハ

兩
殿
下
ト
モ
肺
炎
餘（
豫
ヵ
）后

ノ
御
靜
羪
中
ナ
ル
コ
ト
ヲ
打
明
ケ
諸
事
御
打

合
セ
相
成
差
支
ナ
シ

尙
又
時
局
柄
蘇
聯
ヲ
刺
戟
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ヲ
能
フ
限
リ
避
ク
ル
コ

ト
ハ
帝
國
政
府
旣
定
ノ
方
針
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
際
獨
國
側
ニ
於
テ
大

袈
裟
ナ
ル
御
歡
迎
ヲ
ナ
シ
又
ハ
種
々
宣
傳
ヲ
行
フ
等
ノ
コ
ト
ア
リ
テ

ハ
甚
タ
面
白
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
テ
ハ
右
御
含
ミ
ノ
上
斯
カ
ル
コ
ト
ナ
キ

樣
可
然
獨
逸
側
ヲ
指
導
方
御
配
意
ア
リ
タ
シ

瑞
西
ヘ
轉
電
シ
松
平
式
部
長
官
ヘ
轉
報
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
シ
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昭
和
12
年
8
月
27
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
訪
独
日
程
案
回
示
方
訓
令

本　

省　

8
月
27
日
後
1
時
0
分
発

第
一
七
七
號（
大
至
急
、
極
祕
）

徃
電
第
一
七
三
號
ニ
關
シ

當
方
ニ
於
テ
ハ
兩
殿
下
ノ
御
健
康
上
御
差
支
ナ
キ
限
リ
兩
殿
下
共
獨

逸
御
通
過
ノ
コ
ト
ト
考
ヘ
居
ル
次
第
ナ
ル
カ
秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
九
月

三
日
頃
御
入
獨
同
十
日
頃
御
着
英
ノ
御
豫
定
ナ
ル
ヤ
ノ
趣
ナ
ル
處
其
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尙
本
年
ヨ
リ
ハ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
大
會
ハ
獨
逸
ノ
國
家
的
式
典

ト
認
メ
ラ
レ
從
來
之
ニ
參
列
セ
サ
リ
シ
各
國
ノ
大
使
、
公
使
モ
之
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參
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ル
由
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リ
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昭
和
12
年
8
月
29
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
立
寄
り
は
時
宜
に
適
せ

ず
勅
許
を
得
て
い
な
い
た
め
ヒ
ト
ラ
ー
と
は
ベ
ル
リ

ン
で
会
見
す
る
よ
う
日
程
変
更
方
訓
令

本　

省　

8
月
29
日
前
0
時
55
分
発

第
一
八
三
號（
大
至
急
、
館
長
符
號
扱
）

先

貴
使
電
話
ノ
次
第
ハ
宮
內
省
側
ト
モ
打
合
セ
タ
ル
處
今
次
殿
下

獨
國
御
通
過
ノ
件
ハ
宮
內
省
ニ
於
テ
當
省
ト
モ
打
合
セ
ノ
上
「
ニ
ユ

ル
ン
ベ
ル
グ
」
御
立
寄
ハ
時
宜
ニ
适
セ
ス
ト
認
メ
同
地
ニ
ハ
御
立
寄

リ
ナ
キ
コ
ト
ト
シ
テ
勅
裁
ヲ
得
タ
ル
次
第
モ
ア
リ
今
更
此
ノ
點
ニ
付

變
更
方
奏
請
ス
ル
コ
ト
ハ
至
難
ニ
シ
テ
今
囘
同
地
御
立
寄
ハ
實
現
不

可
能
ナ
ル
次
第
ナ
リ

從
テ
殿
下
カ
「
ヒ
ト
ラ
ー
」
總
統
ニ
御
會
見
游
ハ
サ
ル
ル
樣
取
計
フ

場
合
ニ
ハ
九
月
三
日
瑞
西
御
出
發
伯
林
ニ
御
直
行
ノ
上
四
日
又
ハ
五

日
ニ
「
ヒ
」
總
統
ト
御
會
談
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ニ
取
計
ハ
ル
ル
コ
ト

然
ル
ヘ
シ

尙
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
御
立
寄
ヲ
削
除
セ
ル
新
御
旅
程
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目
ニ
電
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昭
和
12
年
8
月
29
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
見
地
が
変
更
不
可
能
の
場
合
は
秩

父
宮
の
訪
独
中
止
も
や
む
な
き
旨
通
報

本　

省　

8
月
29
日
後
2
時
40
分
発

第
一
八
四
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大
至
急
、
館
長
符
號
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號
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三
號
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ヨ
リ
御
承
知
ノ
通
リ
ノ
事
情
ニ
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ユ
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」
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寄
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ナ
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難
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」
總
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ノ
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有
之
ヘ
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總
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ハ
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昭
和
12
年
8
月
28
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

秩
父
宮
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
訪
問
を
回
避
方
訓
令

本　

省　

8
月
28
日
後
3
時
30
分
発

第
一
八
一
號（
極
祕
、
大
至
急
）

貴
電
第
三
三
二
號
ニ
關
シ

一、	秩
父
宮
殿
下
御
旅
程
中
ニ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ヲ
含
ミ
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ル
ハ

徃
電
第
一
六
七
號
末
尾
ニ
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進
メ
ノ
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旨
ニ
反
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當
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ノ
甚
タ
意

外
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
右
ハ
此
際
飽
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迄
避
ケ
度
キ
ニ
付
至
急
同
地

ヲ
削
除
セ
ル
新
御
旅
程
作
成
ノ
上
電
報
ア
リ
タ
シ

二、	御
日
程
ハ
御
警
衞
等
ノ
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係
上
本
邦
新
聞
ニ
モ
發
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差
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ヘ
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メ
居
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次
第
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ル
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付
貴
方
ニ
於
テ
モ
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カ
詳
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ノ
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ハ
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控

ヘ
ラ
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單
ニ
御
渡
英
御
歸
朝
ノ
途
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獨
逸
御
通
過
游
ハ
サ
ル

ル
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旨
ヲ
發
表
ス
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程
度
ニ
止
メ
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樣
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シ
タ
シ
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西
ヘ
轉
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シ
松
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部
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在
独
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者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

秩
父
宮
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
会
見
地
を
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

以
外
に
変
更
す
る
こ
と
は
不
可
能
の
旨
報
告

ベ
ル
リ
ン　

8
月
28
日
後
発

本　
　

省　

8
月
29
日
前
着

第
三
四
〇
號（
至
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、
極
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）

貴
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秩
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御
會
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貴
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一
六
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號
末
尾
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來
示
ノ
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ニ
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「
ニ
ユ
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ル
グ
」
大
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ヘ
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伯
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角
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グ
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地
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在
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又
大
會
直
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演
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起
草
等
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爲
何
人
ト
モ
面
會
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ノ
實
情
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ム
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八
日
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ユ
ル
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グ
」

ニ
テ
「
ヒ
」
總
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御
會
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ノ
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右
事
情
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察
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上
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貴
電
末
段
ノ
趣
旨
ニ
充
分
副
ヒ
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サ
リ
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次
第
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」
總
統
ニ
御
會
見
ノ
コ
ト
ニ
折
合
ヒ
タ
ル
經

ナ
ル
ニ
付

右
事
情
御
諒
察
ノ
上
歬
記
貴
電
末
段
ノ
趣
旨
ニ
充
分
副
ヒ
得
サ
リ
シ

次
第
枉
ケ
テ
御
承
認
仰
度
シ
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519

ス
只
總
統
ト
ノ
御
會
見
ヲ
希
望
セ
ル
ニ　

殿
下
御
訪
獨
間
總
統
ハ

「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
在
ル
爲
獨
國
外
務
省
カ
同
地
ヲ
御
會
見
地

ト
指
定
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
內
地
ニ
テ
懸
念
ア
ル
以
上
御
會
見
地
變
更
ハ

當
方
ニ
テ
モ
望
ム
ト
コ
ロ
ナ
ル
モ
御
日
程
及
總
統
ノ
行
動
豫
定
ノ
關

係
上
此
事
ハ
全
ク
不
可
能
ニ
屬
ス

「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
御
出
テ
ハ
全
ク
總
統
ト
ノ
御
會
見
ノ
爲
ニ
シ

テ
黨
大
會
ニ
御
出
テ
ノ
爲
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
此
趣
旨
ヲ
宮
內
外
務

兩
省
ニ
說
明
シ
同
意
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
尙
本
件
ニ
關
シ

旣
ニ
大
使
ヨ
リ
電
第
三
四
三
號
ヲ
以
テ
外
務
大
臣
宛
意
見
具
申
セ
ラ

レ
ア
ル
ニ
付
參
照
セ
ラ
レ
度

（
欄
外
記
入
）

八
月
三
十
日
馬
奈
木
中
佐
ヨ
リ
受

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

379　

昭
和
12
年
8
月
30
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

ナ
チ
ス
党
大
会
開
催
中
の
秩
父
宮
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

立
寄
り
は
絶
対
不
可
に
つ
き
日
程
調
整
方
訓
令

本　

省　

8
月
30
日
後
8
時
15
分
発

第
一
八
五
號（
大
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
三
四
三
號
ニ
關
シ

黨
大
會
開
催
中
ニ
殿
下
カ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
御
立
寄
リ
游
ハ

サ
ル
ル
コ
ト
ハ
絕
對
不
可
ニ
シ
テ
右
樣
取
計
フ
コ
ト
ト
ナ
ラ
ハ
獨
逸

御
通
過
ハ
全
部
御
取
止
メ
ト
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
意
見
一
致
セ
ル
處
大

會
開
催
歬
例
ヘ
ハ
九
月
四
日
ニ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ヘ
御
立
寄
リ

游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ト
ス
レ
ハ
「
ヒ
」
總
統
ト
シ
テ
モ
御
會
談
ノ
時
間

ノ
都
合
ハ
ツ
ク
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
レ
又
右
困
難
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
殿
下
御

一
行
側
ト
モ
打
合
セ
ヲ
要
ス
ル
次
第
ナ
ル
モ
殿
下
ノ
瑞
西
御
出
立
ヲ

一
兩
日
繰
上
ケ
ノ
上
三
日
又
ハ
四
日
午
歬
中
位
ニ
伯
林
ニ
於
テ
「
ヒ
」

總
統
ト
御
會
見
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ニ
取
計
フ
コ
ト
モ
一
案
ト
思
考
セ

ラ
ル

就
テ
ハ
以
上
二
案
ノ
何
レ
カ
ニ
是
非
共
取
極
メ
方
極
力
御
努
力
相
成

リ
結
果
電
報
ア
リ
タ
シ

瑞
西
ヘ
轉
電
シ
松
平
式
部
長
官
ヘ
适
宜
ノ
方
法
ニ
依
リ
轉
報
セ
シ
メ

ラ
レ
タ
シ

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

380　

昭
和
12
年
8
月
30
日　
在
ス
イ
ス
天
羽
公
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

378　

昭
和
12
年
8
月
29
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
見
地
は
変
更
不
可
能
に
つ
き
対
応

振
り
請
訓

付
　
記	
昭
和
十
二
年
八
月
二
十
九
日
発
在
独
国
大
島
大
使
館

付
武
官
よ
り
中
島（
鉄
蔵
）参
謀
本
部
総
務
部
長
宛
電

報
第
一
三
九
号

	

秩
父
宮
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
立
寄
り
は
ナ
チ
ス
党
大

会
出
席
の
た
め
で
は
な
い
旨
報
告

ベ
ル
リ
ン　

8
月
29
日
後
発

本　
　

省　

8
月
30
日
前
着

第
三
四
三
號（
大
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
一
八
三
號
及
第
一
八
四
號
ニ
關
シ

殿
下
御
訪
獨
ノ
御
日
取
ハ
九
月
四
日
ヨ
リ
八
日
迄
ノ
四
日
間
ノ
外
ナ

キ
處N

urnberg

大
會
ハ
同
月
六
日
ヨ
リ
十
三
日
迄
開
催
セ
ラ
ル
ル
爲

（「
ヒ
」
總
統
ハ
準
備
ノ
爲
夫
レ
以
歬
同
地
ニ
在
リ
）殿
下
ノ
獨
逸
御

滯
在
ハ
丁
度N

urnberg

大
會
ノ
時
期
ト
重
ナ
ル
譯
ニ
テ
從
テ
「
ヒ
」

總
統
ト
ノ
御
會
見
地
ヲN

urnberg

以
外
ノ
場
所
ト
シ
右
場
所
ヘ

「
ヒ
」
總
統
ノ
出
向
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
事
實
上
全
然
不
可
能
ナ
ル
事

情
ニ
ア
リ
依
テ
此
ノ
際N

urnberg

御
立
寄
ヲ
御
取
止
ニ
ナ
ル
コ
ト

ハ
卽
チ
「
ヒ
」
總
統
ト
ノ
御
會
見
ヲ
避
ケ
ラ
レ
獨
逸
國
內
他
ノ
地
方

ノ
ミ
ヲ
御
旅
行
游
ハ
ス
コ
ト
ニ
歸
着
シ
斯
ノ
如
キ
ハ
對
獨
關
係
上
如

何
ニ
說
明
ヲ
加
フ
ル
モ
極
メ
テ
面
白
カ
ラ
サ
ル
結
果
ヲ
招
來
ス
ル
ノ

外
ナ
カ
ル
ヘ
ク
要
ス
ル
ニ
殿
下
御
訪
獨
豫
定
日
トN

urnberg

大
會

期
日
ト
カ
重
ナ
ル
以
上
今
ト
ナ
リ
テ
ハ
「
ヒ
」
總
統
ト
御
會
見
ノ
爲

N
urnberg

ニ
御
立
寄
游
ハ
ス
カ
或
ハ
御
健
康
等
ノ
理
由
ニ
テ
全
然
獨

逸
御
訪
問
ヲ
御
取
止
游
ハ
ス
カ
ノ
二
案
ノ
中
何
レ
カ
ヲ
選
フ
ノ
外
ナ

キ
羽
目
ニ
立
至
リ
右
以
外
當
方
ニ
於
テ
何
等
打
開
策
ヲ
攻
究
シ
得
サ

ル
コ
ト
ハ
如
何
ニ
モ
殘
念
ト
ハ
存
ス
ル
モ
事
情
御
諒
察
ノ
上
御
至
急

何
分
ノ
儀
御
囘
訓
相
煩
度
シ

（
付
　
記
）

ベ
ル
リ
ン　

8
月
29
日
後
7
時
20
分
発

参
謀
本
部　

8
月
30
日
前
7
時
17
分
着

第
一
三
九
號

第
二
部
長
ヘ

貴
電
敬
承
、
大
使
ト
協
議
セ
ル
カ
殿
下
今
次
ノ
獨
國
御
通
過
ニ
關
シ

御
旅
程
作
製
ニ
就
テ
大
使
館
ハ
全
然
黨
大
會
御
出
テ
ヲ
提
議
シ
ア
ラ
（欄外記入）
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ス
只
總
統
ト
ノ
御
會
見
ヲ
希
望
セ
ル
ニ　

殿
下
御
訪
獨
間
總
統
ハ

「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
在
ル
爲
獨
國
外
務
省
カ
同
地
ヲ
御
會
見
地

ト
指
定
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
內
地
ニ
テ
懸
念
ア
ル
以
上
御
會
見
地
變
更
ハ

當
方
ニ
テ
モ
望
ム
ト
コ
ロ
ナ
ル
モ
御
日
程
及
總
統
ノ
行
動
豫
定
ノ
關

係
上
此
事
ハ
全
ク
不
可
能
ニ
屬
ス

「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
御
出
テ
ハ
全
ク
總
統
ト
ノ
御
會
見
ノ
爲
ニ
シ

テ
黨
大
會
ニ
御
出
テ
ノ
爲
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
此
趣
旨
ヲ
宮
內
外
務

兩
省
ニ
說
明
シ
同
意
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
尙
本
件
ニ
關
シ

旣
ニ
大
使
ヨ
リ
電
第
三
四
三
號
ヲ
以
テ
外
務
大
臣
宛
意
見
具
申
セ
ラ

レ
ア
ル
ニ
付
參
照
セ
ラ
レ
度

（
欄
外
記
入
）

八
月
三
十
日
馬
奈
木
中
佐
ヨ
リ
受

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰

⌇
〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

379　

昭
和
12
年
8
月
30
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

ナ
チ
ス
党
大
会
開
催
中
の
秩
父
宮
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

立
寄
り
は
絶
対
不
可
に
つ
き
日
程
調
整
方
訓
令

本　

省　

8
月
30
日
後
8
時
15
分
発

第
一
八
五
號（
大
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
三
四
三
號
ニ
關
シ

黨
大
會
開
催
中
ニ
殿
下
カ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
御
立
寄
リ
游
ハ

サ
ル
ル
コ
ト
ハ
絕
對
不
可
ニ
シ
テ
右
樣
取
計
フ
コ
ト
ト
ナ
ラ
ハ
獨
逸

御
通
過
ハ
全
部
御
取
止
メ
ト
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
意
見
一
致
セ
ル
處
大

會
開
催
歬
例
ヘ
ハ
九
月
四
日
ニ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ヘ
御
立
寄
リ

游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ト
ス
レ
ハ
「
ヒ
」
總
統
ト
シ
テ
モ
御
會
談
ノ
時
間

ノ
都
合
ハ
ツ
ク
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
レ
又
右
困
難
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
殿
下
御

一
行
側
ト
モ
打
合
セ
ヲ
要
ス
ル
次
第
ナ
ル
モ
殿
下
ノ
瑞
西
御
出
立
ヲ

一
兩
日
繰
上
ケ
ノ
上
三
日
又
ハ
四
日
午
歬
中
位
ニ
伯
林
ニ
於
テ
「
ヒ
」

總
統
ト
御
會
見
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ニ
取
計
フ
コ
ト
モ
一
案
ト
思
考
セ

ラ
ル

就
テ
ハ
以
上
二
案
ノ
何
レ
カ
ニ
是
非
共
取
極
メ
方
極
力
御
努
力
相
成

リ
結
果
電
報
ア
リ
タ
シ

瑞
西
ヘ
轉
電
シ
松
平
式
部
長
官
ヘ
适
宜
ノ
方
法
ニ
依
リ
轉
報
セ
シ
メ

ラ
レ
タ
シ

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

380　

昭
和
12
年
8
月
30
日　
在
ス
イ
ス
天
羽
公
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

378　

昭
和
12
年
8
月
29
日　
在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
見
地
は
変
更
不
可
能
に
つ
き
対
応

振
り
請
訓

付
　
記	

昭
和
十
二
年
八
月
二
十
九
日
発
在
独
国
大
島
大
使
館

付
武
官
よ
り
中
島（
鉄
蔵
）参
謀
本
部
総
務
部
長
宛
電

報
第
一
三
九
号

	

秩
父
宮
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
立
寄
り
は
ナ
チ
ス
党
大

会
出
席
の
た
め
で
は
な
い
旨
報
告

ベ
ル
リ
ン　

8
月
29
日
後
発

本　
　

省　

8
月
30
日
前
着

第
三
四
三
號（
大
至
急
、
極
祕
）

貴
電
第
一
八
三
號
及
第
一
八
四
號
ニ
關
シ

殿
下
御
訪
獨
ノ
御
日
取
ハ
九
月
四
日
ヨ
リ
八
日
迄
ノ
四
日
間
ノ
外
ナ

キ
處N

urnberg

大
會
ハ
同
月
六
日
ヨ
リ
十
三
日
迄
開
催
セ
ラ
ル
ル
爲

（「
ヒ
」
總
統
ハ
準
備
ノ
爲
夫
レ
以
歬
同
地
ニ
在
リ
）殿
下
ノ
獨
逸
御

滯
在
ハ
丁
度N

urnberg

大
會
ノ
時
期
ト
重
ナ
ル
譯
ニ
テ
從
テ
「
ヒ
」

總
統
ト
ノ
御
會
見
地
ヲN

urnberg

以
外
ノ
場
所
ト
シ
右
場
所
ヘ

「
ヒ
」
總
統
ノ
出
向
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
事
實
上
全
然
不
可
能
ナ
ル
事

情
ニ
ア
リ
依
テ
此
ノ
際N

urnberg

御
立
寄
ヲ
御
取
止
ニ
ナ
ル
コ
ト

ハ
卽
チ
「
ヒ
」
總
統
ト
ノ
御
會
見
ヲ
避
ケ
ラ
レ
獨
逸
國
內
他
ノ
地
方

ノ
ミ
ヲ
御
旅
行
游
ハ
ス
コ
ト
ニ
歸
着
シ
斯
ノ
如
キ
ハ
對
獨
關
係
上
如

何
ニ
說
明
ヲ
加
フ
ル
モ
極
メ
テ
面
白
カ
ラ
サ
ル
結
果
ヲ
招
來
ス
ル
ノ

外
ナ
カ
ル
ヘ
ク
要
ス
ル
ニ
殿
下
御
訪
獨
豫
定
日
トN

urnberg

大
會

期
日
ト
カ
重
ナ
ル
以
上
今
ト
ナ
リ
テ
ハ
「
ヒ
」
總
統
ト
御
會
見
ノ
爲

N
urnberg

ニ
御
立
寄
游
ハ
ス
カ
或
ハ
御
健
康
等
ノ
理
由
ニ
テ
全
然
獨

逸
御
訪
問
ヲ
御
取
止
游
ハ
ス
カ
ノ
二
案
ノ
中
何
レ
カ
ヲ
選
フ
ノ
外
ナ

キ
羽
目
ニ
立
至
リ
右
以
外
當
方
ニ
於
テ
何
等
打
開
策
ヲ
攻
究
シ
得
サ

ル
コ
ト
ハ
如
何
ニ
モ
殘
念
ト
ハ
存
ス
ル
モ
事
情
御
諒
察
ノ
上
御
至
急

何
分
ノ
儀
御
囘
訓
相
煩
度
シ

（
付
　
記
）

ベ
ル
リ
ン　

8
月
29
日
後
7
時
20
分
発

参
謀
本
部　

8
月
30
日
前
7
時
17
分
着

第
一
三
九
號

第
二
部
長
ヘ

貴
電
敬
承
、
大
使
ト
協
議
セ
ル
カ
殿
下
今
次
ノ
獨
國
御
通
過
ニ
關
シ

御
旅
程
作
製
ニ
就
テ
大
使
館
ハ
全
然
黨
大
會
御
出
テ
ヲ
提
議
シ
ア
ラ
（欄外記入）
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セ
ハ
如
何
ト
ノ
一
案
ヲ
得
タ
リ
事
情
歬
記
ノ
通
リ
ニ
テ
當
方
現
地
ノ

事
情
上
實
行
可
能
ナ
ル
案
ハ
右
以
外
見
當
ラ
サ
ル
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
邊

充
分
御
諒
察
ノ
上
何
分
ノ
儀
大
至
急
御
囘
電
ヲ
請
フ

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

382　

昭
和
12
年
9
月
1
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

党
大
会
終
了
後
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
秩
父
宮
が
ヒ

ト
ラ
ー
と
会
見
す
る
新
日
程
案
に
つ
き
勅
許
を
得
た

旨
通
報

付
　
記	

昭
和
十
二
年
十
月
九
日
、
参
謀
本
部
第
二
部
作
成

	

「
秩
父
宮
御
訪
獨
ト
日
獨
關
係
」

本　

省　

9
月
1
日
後
2
時
発

第
一
八
七
號（
至
急
、
館
長
符
號
扱
）

貴
電
第
三
四
七
號
ニ
關
シ

右
貴
案
ハ
屢
次
徃
電
訓
令
ノ
趣
旨
ト
合
致
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
餘
リ
适
當
ナ
ル
案
ト
ハ
認
メ
ラ
レ
サ
ル
モ
事
態
玆
マ
テ
進
ミ
乍

ラ
今
更
獨
逸
御
通
過
ヲ
全
部
御
取
止
メ
ト
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
獨
逸
側
ニ

及
ホ
ス
ヘ
キ
影
响
モ
頗
ル
面
白
カ
ラ
ス
ト
思
料
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
ヨ
リ

宮
內
省
ト
モ
協
議
ノ
上
結
局
貴
案
ノ
通
リ
十
三
日
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル

グ
」
ニ
於
テ
「
ヒ
ト
ラ
ー
」
總
統
ト
御
會
見
游
ハ
サ
ル
ル
コ
ト
ニ
勅

裁
濟
ト
相
成
レ
リ
尤
モ
右
ハ
殿
下
御
健
康
ノ
如
何
ニ
依
ル
コ
ト
ハ
勿

論
ノ
義
ナ
リ
此
點
ニ
關
シ
テ
ハ
陛
下
ヨ
リ
重
ネ
テ
御
註
意
ノ
次
第
モ

ア
リ
タ
ル
趣
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
此
上
ト
モ
充
分
ニ
註
意
ヲ
拂
ハ
レ
タ
ク

貴
電
第
三
三
三
號
御
旅
程
ハ
御
立
寄
リ
ノ
箇
所
多
過
キ
ル
カ
如
ク
且

其
順
序
モ
複
雜
ノ
嫌
ア
リ
御
健
康
上
ヨ
リ
モ
懸
念
セ
ラ
ル
ル
次
第
ナ

ル
ニ
付
更
ニ
松
平
式
部
長
官
ト
モ
御
打
合
セ
ノ
上
新
御
旅
程
ヲ
作
成

セ
ラ
レ
電
報
ア
リ
タ
シ

尙
徃
電
第
一
七
三
號
申
進
ノ
通
リ
獨
逸
側
ノ
接
待
振
等
萬
事
目
立
ツ

カ
如
キ
コ
ト
ハ
此
ノ
際
避
ク
ル
ノ
必
要
ア
ル
ニ
付
斯
カ
ル
コ
ト
無
キ

樣
篤
ト
御
註
意
相
成
度
シ

（
付
　
記
）

	

昭
和
十
二
年
十
月
九
日　

　
　

秩
父
宮
御
訪
獨
ト
日
獨
關
係

	

參
謀
本
部
第
二
部　

秩
父
宮
殿
下
御
訪
獨
ニ
關
シ
テ
ハ
我
カ
新
聞
ノ
報
ス
ル
所
誠
ニ
少
ク

其
ノ
御
動
靜
ヲ
明
ニ
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
カ
獨
逸
新
聞
ノ
報
ス
ル
御
模

樣
ノ
槪
要
左
ノ
如
シ

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
立
寄
り
を
め
ぐ
る
松
平
式
部
長
官

お
よ
び
天
羽
公
使
の
秩
父
宮
へ
の
説
明
振
り
報
告

ベ
ル
ン　

8
月
30
日
後
発

本　

省　

8
月
31
日
前
着

（
館
長
符
號
）

在
獨
大
使
ヨ
リ
ノ
電
報
ニ
依
リ
在
獨
大
使
發
大
臣
宛
第
三
四
〇
號
及

第
三
四
三
號
竝
ニ
大
臣
發
在
獨
大
使
宛
第
一
八
三
號
及
一
八
四
號
ヲ

松
平
式
部
長
官
ニ
轉
報（
大
臣
發
在
獨
大
使
宛
第
一
八
一
號
ハ
廿
九

日
旣
ニ
轉
報
濟
）直
ニ
殿
下
ニ
上
申
セ
ラ
レ
次
デ
本
使
同
長
官
ト
共

ニ
拜
謁
仰
付
ケ
ラ
レ
タ
ル
處
長
官
ハ
此
ノ
際
殿
下
ガ
進
ン
デ
獨
逸
御

通
過
ヲ
御
取
止
游
バ
サ
ル
ル
樣
言
上
シ
本
使
ハ
御
下
問
ニ
應
ジ
テ
國

際
情
勢
ヲ
御
說
明
申
上
ゲ
獨
逸
御
通
過
ハ
政
治
的
見
地
ヨ
リ
モ
𠘨
微

ナ
ル
考
慮
ヲ
加
フ
ル
必
要
ア
ル
所
以
ヲ
言
上
セ
リ
爲
念
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昭
和
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年
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30
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在
独
国
武
者
小
路
大
使
よ
り

広
田
外
務
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臣
宛（
電
報
）

党
大
会
終
了
後
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
秩
父
宮
が
ヒ

ト
ラ
ー
と
会
見
す
る
新
日
程
案
に
つ
き
請
訓

ベ
ル
リ
ン　

8
月
30
日
後
発

本　
　

省　

8
月
31
日
前
着

第
三
四
七
號（
大
至
急
）

貴
電
第
一
八
五
號
ニ
關
シ

「
ヒ
」
總
統
ハN

urnberg

大
會
直
歬
數
日
間
ハ
大
會
ノ
演
說
起
案
ノ

爲
思
索
ヲ
練
ル
ヲ
常
ト
シ
何
人
ト
モ
面
會
ヲ
避
ク
ル
由
ニ
テ
右
貴
電

御
來
示
ノ
二
案
ハ
重
ネ
テ
獨
逸
側
ト
モ
交
涉
シ
タ
ル
モ
結
局
都
合
付

カ
ス
現
狀
ノ
儘
ニ
テ
ハ
徃
電
第
三
四
三
號
申
進
ノ
通
リ
八
日

N
urnberg

ニ
テ
御
會
見
游
ハ
ス
カ
御
訪
獨
御
取
止
ノ
案
以
外
ニ
ハ
妙

案
モ
無
之
當
方
ト
シ
テ
モ
種
々
苦
慮
シ
居
リ
タ
ル
處
本
三
十
日
在
漢

堡
江
戶
總
領
事
ヨ
リ
ノ
電
話
ニ
依
レ
ハ
御
乘
舩
「
ハ
ン
ザ
」
號
ハ
紐

育
碇
泊
中
乘
組
員
中
ニ
熱
病
患
者
發
生（
內
一
名
「
チ
ブ
ス
」
ト
確

定
）セ
ル
旨
通
報
ア
リ
右
ニ
依
リ
何
レ
ニ
セ
ヨ
九
日
「
ハ
ン
ザ
」
號

ニ
テ
ノ
御
渡
英
ハ
不
可
能
ニ
陷
リ
タ
ル
ニ
依
リ
玆
ニ
未
タ
御
一
行
ト

ハ
打
合
了
セ
サ
ル
モ
若
シ
御
都
合
サ
ヘ
許
ス
ニ
於
テ
ハN

urnberg
大
會
終
了（
十
二
日
）ノ
翌
日
卽
チ
十
三
日
ニ
ハ
「
ヒ
」
總
統
親
臨
ノ

下
ニ
國
防
軍
ノ
模
範
演
習
ア
ル
筈
ニ
付
同
日
「
ヒ
」
總
統
ト
御
會
見

游
ハ
サ
レ
十
四
日
「
ブ
レ
ー
メ
ル
ハ
ー
フ
エ
ン
」
出
帆
ノ
獨
逸
北
「
ロ

イ
ド
」
汽
舩
會
社
舩
「
オ
イ
ロ
パ
」
號
ニ
テ
御
渡
英
游
ハ
ス
コ
ト
ト
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セ
ハ
如
何
ト
ノ
一
案
ヲ
得
タ
リ
事
情
歬
記
ノ
通
リ
ニ
テ
當
方
現
地
ノ

事
情
上
實
行
可
能
ナ
ル
案
ハ
右
以
外
見
當
ラ
サ
ル
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
邊

充
分
御
諒
察
ノ
上
何
分
ノ
儀
大
至
急
御
囘
電
ヲ
請
フ
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昭
和
12
年
9
月
1
日　
広
田
外
務
大
臣
よ
り　
　
　
　
　

在
独
国
武
者
小
路
大
使
宛（
電
報
）

党
大
会
終
了
後
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
秩
父
宮
が
ヒ

ト
ラ
ー
と
会
見
す
る
新
日
程
案
に
つ
き
勅
許
を
得
た

旨
通
報

付
　
記	

昭
和
十
二
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月
九
日
、
参
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成
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右
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ナ
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ハ
認
メ
ラ
レ
サ
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モ
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態
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マ
テ
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ミ
乍

ラ
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逸
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過
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部
御
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ス
ル
ニ
於
テ
ハ
獨
逸
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ニ

及
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ヘ
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モ
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白
カ
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タ
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ニ
ヨ
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宮
內
省
ト
モ
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議
ノ
上
結
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日
「
ニ
ユ
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ベ
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グ
」
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於
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ヒ
ト
ラ
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」
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ト
御
會
見
游
ハ
サ
ル
ル
コ
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濟
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レ
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モ
右
ハ
殿
下
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健
康
ノ
如
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ニ
依
ル
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ハ
勿

論
ノ
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ナ
リ
此
點
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關
シ
テ
ハ
陛
下
ヨ
リ
重
ネ
テ
御
註
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ノ
次
第
モ

ア
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タ
ル
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ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
此
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ト
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ヲ
拂
ハ
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貴
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三
號
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程
ハ
御
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リ
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所
多
過
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ク
且

其
順
序
モ
複
雜
ノ
嫌
ア
リ
御
健
康
上
ヨ
リ
モ
懸
念
セ
ラ
ル
ル
次
第
ナ

ル
ニ
付
更
ニ
松
平
式
部
長
官
ト
モ
御
打
合
セ
ノ
上
新
御
旅
程
ヲ
作
成

セ
ラ
レ
電
報
ア
リ
タ
シ

尙
徃
電
第
一
七
三
號
申
進
ノ
通
リ
獨
逸
側
ノ
接
待
振
等
萬
事
目
立
ツ

カ
如
キ
コ
ト
ハ
此
ノ
際
避
ク
ル
ノ
必
要
ア
ル
ニ
付
斯
カ
ル
コ
ト
無
キ

樣
篤
ト
御
註
意
相
成
度
シ

（
付
　
記
）

	

昭
和
十
二
年
十
月
九
日　

　
　

秩
父
宮
御
訪
獨
ト
日
獨
關
係
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謀
本
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下
御
訪
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我
カ
新
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ル
所
誠
ニ
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御
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ヲ
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ス
ル
ヲ
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サ
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逸
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ル
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模
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ベ
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立
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り
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め
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松
平
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部
長
官
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び
天
羽
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の
秩
父
宮
へ
の
説
明
振
り
報
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ベ
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30
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31
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使
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號
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第
三
四
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臣
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獨
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使
宛
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平
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官
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轉
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臣
發
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獨
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使
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日
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濟
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長
官
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ケ
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演
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統
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御
會
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游
ハ
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四
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レ
ー
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エ
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「
レ
イ
」
愽
士
、「
デ
イ
ト
リ
ツ
ヒ
」
愽
士
、「
ボ
ー
ル
コ
ン
」、
騎

兵
大
將
「
フ
オ
ン
、
エ
ツ
プ
」、
靑
年
指
導
者
「
バ
ル
ド
ウ
ー
ル
、

フ
オ
ン
、
シ
ラ
ツ
ハ
」、「
リ
ツ
ペ
ン
ト
ロ
ツ
プ
」
大
使
、
地
方
長

官
「
ア
ド
ル
フ
ウ
ア
グ
ナ
ー
」、「
ユ
ー
リ
ウ
ス
ス
ト
ラ
イ
ヘ
ル
」、

「
ボ
ー
レ
」、
大
臣
「
ジ
ー
ベ
ル
ト
」、
內
閣
書
記
官
長
「
マ
イ
ス

ナ
ー
」、「
ラ
ム
メ
ル
ス
」、「
フ
オ
ン
マ
ツ
ケ
ン
ゼ
ン
」、
軍
團
長

「
ゼ
ツ
プ
、
デ
イ
ト
リ
ツ
ヒ
」、「
ス
ポ
ー
ツ
」
指
導
者
「
フ
オ
ン
チ

ヤ
ム
マ
ー
」、「
オ
ス
テ
ン
」、
總
監
「
ト
ー
ト
」
愽
士
、
退

大
使

「
フ
オ
レ
ン
チ
ユ
」、
公
使
「
フ
オ
ン
ビ
ユ
ー
ロ
ー
シ
ウ
ワ
ン
テ
」

及
「
ビ
ス
マ
ー
ク
」
侯
𣝣
、
市
長
「
リ
ー
ベ
ル
」、
警
察
長
官

「
マ
ル
チ
ー
ン
」
ナ
リ

　

	

總
統
ノ
周
圍
ノ
諸
氏
ハ
軍
集
團
長
「
ブ
リ
ツ
ユ
ク
ネ
ル
」、
旅
團

長
「
シ
ヤ
ウ
ブ
」、「
ウ
イ
デ
マ
ン
」
大
尉
、「
ホ
ス
バ
ツ
ハ
」
大
佐

及
「
ボ
ー
デ
ン
シ
ヤ
ツ
ツ
」
大
佐
ナ
リ

　

	

御
會
⻝
終
了
後
殿
下
ニ
ハ
國
防
軍
ノ
觀
兵
式
御
臨
席
ノ
爲
「
ツ
イ

ツ
ペ
リ
ン
」
廣
場
ニ
向
ハ
セ
ラ
ル
。
同
日
夕
殿
下
ニ
ハ
飛
行
𠘨
ニ

テ
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

四、	十
三
日
夜
九
時
殿
下
ニ
ハ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ヨ
リ
「
ハ
ン
ブ

ル
グ
」
空
港
ニ
御
到
着
游
ハ
サ
ル

　

	

江
戶
總
領
事
及
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
ノ
諸
名
士
ノ
御
出
迎
ヲ
受
ケ
サ

セ
ラ
レ
「
ア
ト
ラ
ン
チ
ツ
ク
ホ
テ
ル
」
ニ
入
ラ
セ
ラ
レ
小
範
圍
ヲ

召
サ
レ
御
夕
⻝
ヲ
ト
ラ
セ
ラ
ル

　

	

殿
下
ノ
御
言
葉
ニ
於
テ
殿
下
カ
御
訪
獨
間
到
ル
處
ニ
テ
受
ケ
サ
セ

ラ
レ
タ
ル
御
歡
迎
就
中
「
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
」
及
其
ノ
側
近
者
ノ
眞
心

カ
ラ
ノ
御
歡
待
ニ
對
シ
御
滿
足
ノ
意
ヲ
洩
ラ
セ
ラ
レ
且
ツ
カ
カ
ル

歡
待
ハ
日
獨
ノ
眞
摯
ナ
ル
親
善
關
係
ノ
表
徵
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
サ

セ
ラ
レ
タ
リ
尙
「
ツ
エ
ツ
ペ
リ
ン
」
廣
場
ヘ
御
臨
場
ノ
際
示
サ
レ

タ
ル
深
厚
ナ
ル
敬
意
ニ
ヨ
リ
益
々
日
獨
親
善
ノ
御
印
象
ヲ
深
メ
サ

セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
竝
新
獨
逸
國
防
軍
ノ
實
力
ト
軍
紀
ノ
莊
嚴
ナ
ル

威
容
ニ
ツ
キ
讚
美
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

五、	十
四
日
殿
下
ニ
ハ
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
市
內
ヲ
御
一
周
游
ハ
サ
レ
御

買
物
ヲ
游
ハ
サ
レ
十
時
自
動
車
ニ
テ
「
ブ
レ
ー
メ
ン
」
港
ニ
向
ハ

セ
ラ
レ
タ
リ
、

地
ヨ
リ
「
ブ
レ
ー
メ
ン
」
號
ニ
御
乘
舩
、
英
米

ヲ
經
テ
日
本
ヘ
ノ
御
歸
途
ニ
ツ
カ
セ
ラ
ル

六、	天
皇
陛
下
ニ
ハ
畏
ク
モ
殿
下
ニ
對
ス
ル
獨
國
ノ
歡
待
ニ
對
シ
「
ヒ
」

總
統
宛
次
ノ
御
親
電
ヲ
打
タ
セ
給
フ

　

	

朕
ハ
秩
父
宮
訪
獨
間
閣
下
及
政
府
竝
獨
逸
國
民
カ
秩
父
宮
ニ
捧
ケ

タ
ル
親
愛
ナ
ル
歡
待
ニ
對
シ
深
厚
ナ
ル
謝
意
ヲ
表
ス

一、	秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
九
月
六
日
御
入
獨
「
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
ス
ハ
ー
フ

エ
ン
」
ニ
御
到
着
游
ハ
サ
レ
特
別
仕
立
ノ
飛
行
𠘨
ニ
テ
七
日
「
デ

ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
」
ニ
御
着
、
翌
日
伯
林
ニ
向
ハ
セ
ラ
レ
午
後
六

時
「
テ
ム
ペ
ル
ホ
ー
フ
」
空
港
ニ
御
着
陸
游
ハ
サ
ル

　

	

飛
行
場
ニ
ハ
御
出
迎
ノ
爲
柳
井
參
事
官
、
陸
軍
武
官
大
島
少
將
、

海
軍
武
官
小
島
中
佐
ヲ
始
メ
大
使
館
附
文
武
官
、「
ボ
ル
チ
エ
」
參

事
官
、「
フ
オ
ン
、
シ
ユ
ミ
ー
デ
ン
」
愽
士
、「
ウ
ー
デ
ツ
ト
」
少

將
、
日
獨
協
會
長
「
フ
エ
ル
ス
タ
ー
」
提
督
尙
獨
國
日
本
人
俱
樂

部
團
長
等
多
數
ノ
日
獨
名
士
參
列
セ
リ
伯
林
在
住
日
本
人
ノ
御
出

迎
ハ
勿
論
ナ
リ

　

	

殿
下
ニ
ハ
武
者
公（
小
ヵ
）路

大
使
、
參
事
官
「
シ
ユ
ト
ラ
ツ
ハ
ウ
イ
ツ
」

伯
竝
宣
傳
省
極
東
部
長
ヲ
從
ヘ
サ
セ
ラ
レ
御
着
陸
游
ハ
サ
ル

　

	

親
衞
隊
儀
仗
ノ
捧
銃
ノ
敬
禮
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
感
激
ニ
滿

チ
タ
ル
御
出
迎
ノ
邦
人
ノ
最
敬
禮
ニ
御
會
釋
ヲ
賜
ヒ
直
チ
ニ
三
日

間
ノ
御
宿
所
タ
ル
「
ア
ド
ロ
ン
、
ホ
テ
ル
」
ニ
向
ハ
セ
ラ
レ
タ
リ

二、	九
月
九
日
殿
下
御
歡
迎
ノ
爲
日
獨
協
會
及
獨
國
日
本
人
俱
樂
部
主

催
ト
ナ
リ
「
エ
ス
プ
ラ
ナ
ー
デ
、
ホ
テ
ル
」
ニ
於
テ
茶
會
ヲ
催
サ

ル
。
生
芲
ト
日
獨
國
旗
ニ
餝
ラ
レ
タ
ル
廣
間
ニ
ハ
多
數
ノ
日
獨
官

民
列
席
シ
席
上
日
獨
協
會
長
退
役
少
將
「
フ
エ
ル
ス
タ
ー
」
及
日

本
人
俱
樂
部
團
長
ハ
御
歡
迎
ノ
辭
ヲ
述
フ

　

	

參
列
者
ニ
ハ
多
數
ノ
在
留
邦
人
、
獨
逸
官
廳
、
國
防
軍
、
黨
ノ
各

代
表
者
竝
工
業
、
經
濟
、
學
界
ノ
名
士
ア
リ
三
ツ
ノ
銅
鑼
ノ
音
ヲ

以
テ
殿
下
ノ
御
來
場
ヲ
吿
ク
ル
ヤ
列
席
者
一
同
起
立
シ
最
敬
禮
ノ

中
ニ
殿
下
ニ
ハ
御
會
釋
ヲ
給
ヒ
ツ
ツ
着
御
游
ハ
サ
ル
、
茶
ノ
時
間

ノ
間
、
殿
下
ノ
御
左
ニ
「
レ
ー
ダ
ー
」
海
軍
大
將
御
右
ニ
武
者
小

路
大
使
夫
人
着
席
ス
。
來
賓
中
ニ
ハ
武
者
小
路
子
、
陸
海
軍
武
官
、

大
使
館
員
及
「
ボ
ル
チ
エ
」
參
事
官
、「
フ
オ
ン
、
シ
ユ
ミ
ー
デ

ン
」、「
リ
ツ
ベ
ン
ト
ロ
ツ
プ
」
事
務
所
ノ
「
フ
オ
ン
ラ
ウ
コ
ー
」

愽
士
等
ア
リ
御
歡
談
ノ
中
ニ
午
後
ノ
時
ヲ
過
シ
給
ヒ
御
入
場
ノ
際

ト
同
樣
諸
員
敬
禮
ノ
中
ニ
御
退
出
游
ハ
サ
ル

三、	九
月
十
三
日
秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
御
到
着

正
午
城
內
ニ
於
テ
「
ヒ
」
總
統
ノ
歡
迎
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
ル
。「
ヒ
」

總
統
ハ
城
內
帝
王
ノ
間
ニ
宴
ヲ
設
ケ
御
歡
迎
ノ
敬
意
ヲ
表
シ
奉
ル
。

席
上
ニ
ハ
武
者
小
路
大
使
、
大
島
少
將
、
小
島
中
佐
、
侍
從
歬
田

伯
、
古（
マ
マ
）田參

事
官
及
山
口
大
尉
列
席
セ
リ
。
獨
逸
側
ハ
「
ゲ
ー
リ

ン
グ
」
大
將
、
黨
首
代
理
「
ル
ド
ル
フ
ヘ
ス
」、「
ブ
ロ
ン
ベ
ル
グ
」

元
帥
、「
フ
ラ
イ
ヘ
ル
フ
オ
ン
ノ
イ
ラ
ー
ト
」
愽
士
、
親
衞
隊
長

「
ヒ
ム
ラ
ー
」、
參
謀
總
長
「
ル
ツ
チ
エ
」、「
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
」、
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「
レ
イ
」
愽
士
、「
デ
イ
ト
リ
ツ
ヒ
」
愽
士
、「
ボ
ー
ル
コ
ン
」、
騎

兵
大
將
「
フ
オ
ン
、
エ
ツ
プ
」、
靑
年
指
導
者
「
バ
ル
ド
ウ
ー
ル
、

フ
オ
ン
、
シ
ラ
ツ
ハ
」、「
リ
ツ
ペ
ン
ト
ロ
ツ
プ
」
大
使
、
地
方
長

官
「
ア
ド
ル
フ
ウ
ア
グ
ナ
ー
」、「
ユ
ー
リ
ウ
ス
ス
ト
ラ
イ
ヘ
ル
」、

「
ボ
ー
レ
」、
大
臣
「
ジ
ー
ベ
ル
ト
」、
內
閣
書
記
官
長
「
マ
イ
ス

ナ
ー
」、「
ラ
ム
メ
ル
ス
」、「
フ
オ
ン
マ
ツ
ケ
ン
ゼ
ン
」、
軍
團
長

「
ゼ
ツ
プ
、
デ
イ
ト
リ
ツ
ヒ
」、「
ス
ポ
ー
ツ
」
指
導
者
「
フ
オ
ン
チ

ヤ
ム
マ
ー
」、「
オ
ス
テ
ン
」、
總
監
「
ト
ー
ト
」
愽
士
、
退

大
使

「
フ
オ
レ
ン
チ
ユ
」、
公
使
「
フ
オ
ン
ビ
ユ
ー
ロ
ー
シ
ウ
ワ
ン
テ
」

及
「
ビ
ス
マ
ー
ク
」
侯
𣝣
、
市
長
「
リ
ー
ベ
ル
」、
警
察
長
官

「
マ
ル
チ
ー
ン
」
ナ
リ

　

	

總
統
ノ
周
圍
ノ
諸
氏
ハ
軍
集
團
長
「
ブ
リ
ツ
ユ
ク
ネ
ル
」、
旅
團

長
「
シ
ヤ
ウ
ブ
」、「
ウ
イ
デ
マ
ン
」
大
尉
、「
ホ
ス
バ
ツ
ハ
」
大
佐

及
「
ボ
ー
デ
ン
シ
ヤ
ツ
ツ
」
大
佐
ナ
リ

　

	

御
會
⻝
終
了
後
殿
下
ニ
ハ
國
防
軍
ノ
觀
兵
式
御
臨
席
ノ
爲
「
ツ
イ

ツ
ペ
リ
ン
」
廣
場
ニ
向
ハ
セ
ラ
ル
。
同
日
夕
殿
下
ニ
ハ
飛
行
𠘨
ニ

テ
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
ヘ
向
ハ
セ
ラ
ル

四、	十
三
日
夜
九
時
殿
下
ニ
ハ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ヨ
リ
「
ハ
ン
ブ

ル
グ
」
空
港
ニ
御
到
着
游
ハ
サ
ル

　

	

江
戶
總
領
事
及
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
ノ
諸
名
士
ノ
御
出
迎
ヲ
受
ケ
サ

セ
ラ
レ
「
ア
ト
ラ
ン
チ
ツ
ク
ホ
テ
ル
」
ニ
入
ラ
セ
ラ
レ
小
範
圍
ヲ

召
サ
レ
御
夕
⻝
ヲ
ト
ラ
セ
ラ
ル

　

	

殿
下
ノ
御
言
葉
ニ
於
テ
殿
下
カ
御
訪
獨
間
到
ル
處
ニ
テ
受
ケ
サ
セ

ラ
レ
タ
ル
御
歡
迎
就
中
「
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
」
及
其
ノ
側
近
者
ノ
眞
心

カ
ラ
ノ
御
歡
待
ニ
對
シ
御
滿
足
ノ
意
ヲ
洩
ラ
セ
ラ
レ
且
ツ
カ
カ
ル

歡
待
ハ
日
獨
ノ
眞
摯
ナ
ル
親
善
關
係
ノ
表
徵
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
サ

セ
ラ
レ
タ
リ
尙
「
ツ
エ
ツ
ペ
リ
ン
」
廣
場
ヘ
御
臨
場
ノ
際
示
サ
レ

タ
ル
深
厚
ナ
ル
敬
意
ニ
ヨ
リ
益
々
日
獨
親
善
ノ
御
印
象
ヲ
深
メ
サ

セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
竝
新
獨
逸
國
防
軍
ノ
實
力
ト
軍
紀
ノ
莊
嚴
ナ
ル

威
容
ニ
ツ
キ
讚
美
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

五、	十
四
日
殿
下
ニ
ハ
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
」
市
內
ヲ
御
一
周
游
ハ
サ
レ
御

買
物
ヲ
游
ハ
サ
レ
十
時
自
動
車
ニ
テ
「
ブ
レ
ー
メ
ン
」
港
ニ
向
ハ

セ
ラ
レ
タ
リ
、

地
ヨ
リ
「
ブ
レ
ー
メ
ン
」
號
ニ
御
乘
舩
、
英
米

ヲ
經
テ
日
本
ヘ
ノ
御
歸
途
ニ
ツ
カ
セ
ラ
ル

六、	天
皇
陛
下
ニ
ハ
畏
ク
モ
殿
下
ニ
對
ス
ル
獨
國
ノ
歡
待
ニ
對
シ
「
ヒ
」

總
統
宛
次
ノ
御
親
電
ヲ
打
タ
セ
給
フ

　

	

朕
ハ
秩
父
宮
訪
獨
間
閣
下
及
政
府
竝
獨
逸
國
民
カ
秩
父
宮
ニ
捧
ケ

タ
ル
親
愛
ナ
ル
歡
待
ニ
對
シ
深
厚
ナ
ル
謝
意
ヲ
表
ス

一、	秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
九
月
六
日
御
入
獨
「
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
ス
ハ
ー
フ

エ
ン
」
ニ
御
到
着
游
ハ
サ
レ
特
別
仕
立
ノ
飛
行
𠘨
ニ
テ
七
日
「
デ

ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
」
ニ
御
着
、
翌
日
伯
林
ニ
向
ハ
セ
ラ
レ
午
後
六

時
「
テ
ム
ペ
ル
ホ
ー
フ
」
空
港
ニ
御
着
陸
游
ハ
サ
ル

　

	

飛
行
場
ニ
ハ
御
出
迎
ノ
爲
柳
井
參
事
官
、
陸
軍
武
官
大
島
少
將
、

海
軍
武
官
小
島
中
佐
ヲ
始
メ
大
使
館
附
文
武
官
、「
ボ
ル
チ
エ
」
參

事
官
、「
フ
オ
ン
、
シ
ユ
ミ
ー
デ
ン
」
愽
士
、「
ウ
ー
デ
ツ
ト
」
少

將
、
日
獨
協
會
長
「
フ
エ
ル
ス
タ
ー
」
提
督
尙
獨
國
日
本
人
俱
樂

部
團
長
等
多
數
ノ
日
獨
名
士
參
列
セ
リ
伯
林
在
住
日
本
人
ノ
御
出

迎
ハ
勿
論
ナ
リ

　

	

殿
下
ニ
ハ
武
者
公（
小
ヵ
）路

大
使
、
參
事
官
「
シ
ユ
ト
ラ
ツ
ハ
ウ
イ
ツ
」

伯
竝
宣
傳
省
極
東
部
長
ヲ
從
ヘ
サ
セ
ラ
レ
御
着
陸
游
ハ
サ
ル

　

	

親
衞
隊
儀
仗
ノ
捧
銃
ノ
敬
禮
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
感
激
ニ
滿

チ
タ
ル
御
出
迎
ノ
邦
人
ノ
最
敬
禮
ニ
御
會
釋
ヲ
賜
ヒ
直
チ
ニ
三
日

間
ノ
御
宿
所
タ
ル
「
ア
ド
ロ
ン
、
ホ
テ
ル
」
ニ
向
ハ
セ
ラ
レ
タ
リ

二、	九
月
九
日
殿
下
御
歡
迎
ノ
爲
日
獨
協
會
及
獨
國
日
本
人
俱
樂
部
主

催
ト
ナ
リ
「
エ
ス
プ
ラ
ナ
ー
デ
、
ホ
テ
ル
」
ニ
於
テ
茶
會
ヲ
催
サ

ル
。
生
芲
ト
日
獨
國
旗
ニ
餝
ラ
レ
タ
ル
廣
間
ニ
ハ
多
數
ノ
日
獨
官

民
列
席
シ
席
上
日
獨
協
會
長
退
役
少
將
「
フ
エ
ル
ス
タ
ー
」
及
日

本
人
俱
樂
部
團
長
ハ
御
歡
迎
ノ
辭
ヲ
述
フ

　

	

參
列
者
ニ
ハ
多
數
ノ
在
留
邦
人
、
獨
逸
官
廳
、
國
防
軍
、
黨
ノ
各

代
表
者
竝
工
業
、
經
濟
、
學
界
ノ
名
士
ア
リ
三
ツ
ノ
銅
鑼
ノ
音
ヲ

以
テ
殿
下
ノ
御
來
場
ヲ
吿
ク
ル
ヤ
列
席
者
一
同
起
立
シ
最
敬
禮
ノ

中
ニ
殿
下
ニ
ハ
御
會
釋
ヲ
給
ヒ
ツ
ツ
着
御
游
ハ
サ
ル
、
茶
ノ
時
間

ノ
間
、
殿
下
ノ
御
左
ニ
「
レ
ー
ダ
ー
」
海
軍
大
將
御
右
ニ
武
者
小

路
大
使
夫
人
着
席
ス
。
來
賓
中
ニ
ハ
武
者
小
路
子
、
陸
海
軍
武
官
、

大
使
館
員
及
「
ボ
ル
チ
エ
」
參
事
官
、「
フ
オ
ン
、
シ
ユ
ミ
ー
デ

ン
」、「
リ
ツ
ベ
ン
ト
ロ
ツ
プ
」
事
務
所
ノ
「
フ
オ
ン
ラ
ウ
コ
ー
」

愽
士
等
ア
リ
御
歡
談
ノ
中
ニ
午
後
ノ
時
ヲ
過
シ
給
ヒ
御
入
場
ノ
際

ト
同
樣
諸
員
敬
禮
ノ
中
ニ
御
退
出
游
ハ
サ
ル

三、	九
月
十
三
日
秩
父
宮
殿
下
ニ
ハ
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
」
ニ
御
到
着

正
午
城
內
ニ
於
テ
「
ヒ
」
總
統
ノ
歡
迎
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
ル
。「
ヒ
」

總
統
ハ
城
內
帝
王
ノ
間
ニ
宴
ヲ
設
ケ
御
歡
迎
ノ
敬
意
ヲ
表
シ
奉
ル
。

席
上
ニ
ハ
武
者
小
路
大
使
、
大
島
少
將
、
小
島
中
佐
、
侍
從
歬
田

伯
、
古（
マ
マ
）田參

事
官
及
山
口
大
尉
列
席
セ
リ
。
獨
逸
側
ハ
「
ゲ
ー
リ

ン
グ
」
大
將
、
黨
首
代
理
「
ル
ド
ル
フ
ヘ
ス
」、「
ブ
ロ
ン
ベ
ル
グ
」

元
帥
、「
フ
ラ
イ
ヘ
ル
フ
オ
ン
ノ
イ
ラ
ー
ト
」
愽
士
、
親
衞
隊
長

「
ヒ
ム
ラ
ー
」、
參
謀
總
長
「
ル
ツ
チ
エ
」、「
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
」、
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383　

昭
和
12
年
2
月
12
日　
在
仏
国
三
谷（
隆
信
）臨
時
代
理
大
使
よ
り

林
外
務
大
臣
宛　
　
　
　
　
　
　
　
　

独
国
の
旧
植
民
地
回
復
要
求
に
関
す
る
新
聞
論
調
報
告

付
記
一	

昭
和
十
一
年
九
月
十
六
日
発
在
独
国
武
者
小
路
大
使

よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
電
報
第
二
一
三
号

	

植
民
地
問
題
解
決
に
関
す
る
要
求
を
放
棄
し
な
い
な

ど
ヒ
ト
ラ
ー
宣
言
書
の
発
表
に
つ
い
て

　
　
二	

昭
和
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
付
在
英
国
吉
田
大
使

よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
公
信
普
通
第
七
八
三
号

	

植
民
地
問
題
に
関
す
る
独
国
大
使
演
説
と
英
国
新
聞

論
調
報
告

公
第
一
二
一
號	

（
３
月
６
日
接
受
）　

　
　

昭
和
十
二
年
二
月
十
二
日

	

在　

佛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

臨
時
代
理
大
使　

三
谷　

隆
信〔
印
〕　

　

外
務
大
臣　

林　

銑
十
郞
殿

　

獨
逸
ノ
舊
植
民
地
﨤
還
要
求
問
題
ニ
關
ス
ル
新
聞
論
調
報
吿
ノ
件

獨
逸
ノ
舊
植
民
地
﨤
還
要
求
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
當
地
輿
論
ハ
頗
ル
敏

感
ニ
シ
テ

問
題
カ
提
起
セ
ラ
ル
ル
每
ニ
新
聞
ハ
一
齎（
齊
ヵ
）ニ

論
評
ヲ
揭

ケ
タ
ル
次
第
ハ
客
年
十
月
廿
六
日
附
徃
信
公
第
七
二
六
號
及
本
年
一

月
七
日
附
第
一
一
號
ヲ
以
テ
旣
報
ノ
通
ナ
ル
所
今
般
一
月
卅
日
ノ
「
ヒ

ツ
ト
ラ
ー
」
演
說
及
夫
ニ
次
キ
英
京
ニ
歸
任
セ
ル
駐
英
大
使
「
リ
ツ

ペ
ン
ト
ロ
ツ
プ
」
氏
ノ

問
題
ニ
關
ス
ル
對
英
交
涉
開
始
方
ノ
訓
令

携
帶
說
ニ
端
ヲ
發
シ
本
問
題
再
燃
ス
ル
ヤ
當
地
輿
論
ハ
例
ノ
如
ク
囂

然
タ
ル
反
响
ヲ
示
セ
リ
、
其
一
般
論
調
ハ
從
歬
ニ
異
ル
所
ナ
シ
ト
雖

モ
何
等
御
參
考
迄
ニ
左
ノ
如
ク

要
報
吿
ス

　
　
　
　
　

記

一
、
當
地
新
聞
ノ
大
多
數
ハ
本
問
題
ニ
關
ス
ル
倫
敦
情
報
ヲ
揭
載
シ

主
ト
シ
テ
ハ
右
情
報
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
論
評
ヲ
加
フ
、
卽
チ
當
地
輿
論

ハ
本
問
題
ハ
所
詮
英
國
政
府
ノ
態
度
如
何
ニ
懸
ル
ト
ナ
シ
、
其
如
何

ニ
依
リ
佛
國
モ
最
後
的
決
定
ニ
出
ツ
ヘ
シ
ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
、
英

國
ノ
態
度
ニ
關
ス
ル
情
報
ト
シ
テ
一
般
ノ
强
調
ス
ル
所
ハ
「
英
國
ハ

　
	

朕
ハ
玆
ニ
此
訪
問
カ
旣
徃
兩
國
ノ
親
善
關
係
ヲ
益
々
向
上
强
化
ス

ル
コ
ト
ニ
寄
與
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
慶
賀
ス

右
ハ
獨
逸
紙
「
Ｄ
・
Ａ
・
Ｚ
」
ニ
記
載
セ
ラ
レ
タ
ル
殿
下
ノ
御
動
靜

ニ
シ
テ
其
論
調
ヲ
綜
合
ス
ル
ニ
御
訪
問
ニ
關
シ
テ
ハ
目
立
タ
サ
ル
如

ク
小
活
字
ヲ
用
ヒ
單
ニ
殿
下
ノ
御
日
程
、
御
會
⻝
ノ
御
模
樣
、
其
列

席
者
等
ヲ
記
載
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
兩
國
ノ
親
善
關
係
或
ハ
政
治
的
關

係
ニ
關
ス
ル
論
調
ヲ
避
ケ
ン
ト
ス
ル
傾
向
ヲ
見
受
ケ
ラ
ル

此
ノ
事
實
ハ
從
來
ノ
日
獨
關
係
特
ニ
日
獨
親
善
ヲ
信
條
ト
セ
ル
「
ヒ

ツ
ト
ラ
ー
」
以
下
獨
國
要
人
ノ
態
度
ヨ
リ
見
テ
全
ク
想
像
シ
得
サ
ル

所
ニ
シ
テ
武
者
小
路
大
使
ノ
報
吿
ニ
モ
見
ユ
ル
如
ク
「
ニ
ユ
ル
ン
ベ

ル
グ
」
ニ
於
ケ
ル
殿
下
ト
「
ヒ
」
總
統
以
下
ノ
要
人
ト
ノ
御
會
見
ニ

於
テ
「
ヒ
」
總
統
カ
我
皇
室
ニ
對
ス
ル
畏
敬
ト
憬
仰
ノ
念
ニ
滿
チ
日

獨
提
携
ノ
運
命
的
現
象
ナ
ル
ヲ
說
キ
親
善
强
化
ノ
要
ヲ
强
調
セ
ル
感

激
的
場
面
ト
相
矛
盾
ス
ル
ヲ
感
知
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
一
方
我
カ
國
ノ
新

聞
論
調
ハ
秩
父
宮
殿
下
御
訪
獨
ニ
關
シ
報
衜
ス
ル
所
極
メ
テ
尠
少
ナ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
宮
內
省
ノ
發
表
ニ
ヨ
レ
ハ
殿
下
ハ
英
國
ヲ
御
訪
問
游

ハ
サ
ル
ル
途
中
獨
逸
ヲ
御
通
過
游
ハ
ス
如
ク
記
載
セ
ラ
レ
殊
更
ニ
獨

逸
御
訪
問
ト
稱
ス
ル
ヲ
憚
レ
リ

殿
下
ノ
御
訪
獨
カ
獨
國
官
民
ニ
與
ヘ
タ
ル
實
際
的
效
果
竝
本
事
變
ニ

處
ス
ル
重
要
ナ
ル
國
策
遂
行
上
ノ
手
段
ト
シ
テ
匿
レ
タ
ル
貢
獻
ア
リ

シ
ニ
拘
ラ
ス
之
ヲ
取
扱
フ
ニ
恰
モ
脬
腫
ニ
觸
ル
カ
如
キ
態
度
ノ
因
由

那
邊
ニ
存
ス
ル
ヤ
國
民
モ
齊
シ
ク
疑
念
ヲ
有
ス
ル
所
ナ
ル
ヘ
シ

若
シ
夫
レ
兩
國
新
聞
カ
斯
ク
ノ
如
キ
態
度
ヲ
執
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
因

由
我
カ
國
內
ニ
存
ス
ル
ト
セ
ハ
此
ノ
影
响
カ
獨
國
官
民
ニ
與
フ
ル
心

理
的
所
作
微
妙
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
謂
フ
ヘ
ク
此
ノ
思
想
的
根
源
ヲ
驅

除
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
日
獨
提
携
ノ
將
來
ニ
モ
決
シ
テ
好
成
果
ヲ
齎
ス

ト
謂
ヒ
得
サ
ル
ヲ
遺
憾
ト
ス

　
　
　
　
　

〰

⌇

〰
〰
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〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
〰

⌇

〰
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